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熊本県議会 経済常任委員会会議記録第 ５ 回

平成20年12月15日（月曜日）

午前10時１分開議

午前10時４分休憩

午前10時９分開議

午前11時48分休憩

午後１時１分開議

午後２時14分閉会

本日の会議に付した事件

議案第１号 平成20年度熊本県一般会計補

正予算（第３号）

議案第２号 平成20年度熊本県中小企業振

興資金特別会計補正予算(第１号）

議案第６号 平成20年度熊本県高度技術研

究開発基盤整備事業等特別会計補正予算

（第２号）

議案第７号 平成20年度熊本県電気事業会

計補正予算（第２号）

議案第８号 平成20年度熊本県有料駐車場

事業会計補正予算（第１号）

議案第13号 ようこそくまもと観光立県条

例の制定について

閉会中の継続審査事件について

報告事項

①くまもとの夢４カ年戦略(案)の概要につ

いて

②制度融資に係る保証協会の求償権放棄に

関する取扱いについて

③ようこそくまもと観光立県推進計画の概

要について

④熊本県営有料駐車場あり方検討状況の報

告について

荒瀬ダムについて

出席委員（８人）

委 員 長 佐 藤 雅 司

副委員長 溝 口 幸 治

委 員 西 岡 勝 成

委 員 藤 川 隆 夫

委 員 鎌 田 聡

委 員 早 田 順 一

委 員 内 野 幸 喜

委 員 増 永 慎一郎

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

熊本県 知 事 蒲 島 郁 夫

総務部

財政課長 田 嶋 徹

環境生活部

環境政策課長 楢木野 史 貴

環境立県推進室長 森 永 政 英

環境保全課長 福 留 清 秀

水環境課長 小 嶋 一 誠

商工観光労働部

部 長 島 田 万 里

次 長 赤 星 政 德

次 長 竹 上 嗣 郎

首席商工審議員

兼商工政策課長 宮 尾 尚

産業支援課長 前 田 正 夫

経営金融課長 藤 好 清 隆

首席企業立地審議員

兼企業立地課長 小野上 典 明

観光物産総室長 梅 本 茂

観光物産総室副総室長 松 岡 岩 夫

労働雇用総室長 長 野 潤 一

労働雇用総室副総室長 松 永 康 生

労働雇用政策監

兼産業人材育成室長 福 島 裕

農林水産部

次 長 堤 泰 博
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農村計画・技術管理課長 進 藤 金日子

水産振興課長 岩 下 徹

漁港・漁場整備課長 久保田 義 信

土木部

河川課長 野 田 善 治

企業局

局 長 上 野 信 一

次 長 上 野 幸 一

総務経営課長 中 園 幹 也

工務課長 福 原 俊 明

労働委員会事務局

局 長 井 公 男

審査調整課長 佐 伯 康 範

事務局職員出席者

議事課課長補佐 菊 住 幸 枝

政務調査課課長補佐 内 田 豊

午前10時１分開議

○佐藤雅司委員長 それでは、ただいまから

第５回経済常任委員会を開会いたします。

次第２、説明者の出席要求についてお諮り

をいたします。

次第７の荒瀬ダムに関しまして、お手元に

配付してありますとおり、知事及びＰＴにか

かわった関係課などに本委員会の説明員とし

て出席を要求したいと思いますが、そのよう

に決定してよろしいでしょうか。

（ はい」と呼ぶ者あり)「

○佐藤雅司委員長 それでは、そのようにい

たします。

なお、次第７につきましては、午後１時よ

り審議を行いたいと思います。

それでは、出席要求の手続のために、しば

らく休憩をいたしたいと思います。

午前10時４分休憩

午前10時９分開議

○佐藤雅司委員長 それでは、休憩前に引き

続き委員会を開きます。

まず、本委員会に付託されました議案を議

題とし、これについて審査を行います。

なお、付託議案等の質疑は、議案等の説明

、 。が終了した後 一括して受けたいと思います

まず、議案等について商工観光労働部、そ

れから企業局の順に説明を受けます。

それでは、商工観光労働部長から総括説明

を行い、続いて担当課長から順次説明をお願

いします。

○島田商工観光労働部長 商工観光労働部関

係の提出議案について御説明を申し上げま

す。

県内経済は、かねてからの原材料価格上昇

などの影響に加え、米国発の金融危機による

世界的な景気後退や円高の進行等により、企

業収益や景況感が悪化するなど、極めて厳し

い状況にあります。特に、これまで県経済を

牽引してきた半導体や自動車関連企業など、

輸出型産業は大きな影響を受けており、関連

する中小企業を含め、県内の企業を取り巻く

環境は深刻な状況となっております。

先行きについても、原油価格等の下落によ

り一定の効果は期待できるものの、雇用情勢

の悪化を含め、景気の状況はなお一層厳しさ

を増すものと懸念をいたしております。

このため、県といたしましても、県内中小

企業の支援と雇用対策について、追加経済対

策を含めた国の施策と有機的に連動させなが

ら、しっかりと取り組んでまいりたいと考え

ております。

まず、12月補正予算についてでございます

が、総額で4,359万円余の補正をお願いして

おります。そのうち、一般会計では、2,297

万円余の補正をお願いしております。

この内容は、本年の８月29日に、政府・与

党会議、経済対策閣僚会議合同会議において

決定をされた安心実現のための緊急総合対策

において創設された地域活性化・緊急安心実

現総合対策交付金を活用した５事業に要する
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経費でございます。

また、中小企業振興資金特別会計におきま

して、中小企業高度化資金の貸し付け財源と

して、独立行政法人中小企業基盤整備機構か

ら借り入れていた資金の元金及び利子を償還

するもので、2,062万円余の補正をお願いし

ております。

次に、条例等関係でございますが、ようこ

そくまもと観光立県条例を御提案いたしてお

ります。

これは、観光を総合産業として確立させ、

郷土に誇りと愛着を持つことができる観光立

県を実現させるため、県民、観光事業者等、

市町村や県が連携、協力して取り組みを進め

ることができるよう、条例の制定をお願いす

るものであります。

また、臨空テクノパークや新たな工業団地

の整備事業に伴う繰越明許費をお願いいたし

ております。

このほかに、くまもとの夢４カ年戦略の概

要など３件を御報告させていただきます。

詳細につきましては担当課長、総室長が説

明いたしますので、よろしく御審議いただき

ますようお願い申し上げます。

○宮尾商工政策課長 商工政策課長でござい

ます。よろしくお願いいたします。

委員会説明資料の２ページをお願いいたし

ます。

商工政策課は、中小企業振興費で305万7,0

00円の補正をお願いしております。

内容は、右側説明欄に記載しております農

商工連携緊急支援事業に要する経費でござい

ます。中小企業活力対策といたしまして、県

内中小企業と農林水産業との連携による新商

品開発、販路開拓を促進するための展示会、

商談会の開催に伴う経費でありますが、具体

的には、来年２月にグランメッセで開催され

ます産業ビジネスフェアに合わせて、県内企

業が開発した新商品を展示し、販路開拓を行

うものでございます。

以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。

○前田産業支援課長 産業支援課の前田でご

ざいます。よろしくお願いします。

資料の３ページをお願いいたします。

今回の補正につきましては、工鉱業振興費

の1,230万円の増額をお願いしております。

まず、右側の説明欄１番のものづくりフォ

レスト・自動車関連産業推進事業の中の地域

結集型共同研究推進事業1,100万円の増額に

つきましては、熊本大学を中心に取り組んで

おります次世代耐熱マグネシウム合金の研究

開発に必要な研究機器等の整備に係る財団法

人くまもとテクノ産業財団に対する補助でご

ざいます。

次に、２番の次世代自動車エネルギー研究

、開発対策事業130万円の増額でございますが

これは、次世代自動車エネルギーの県内自動

車関連企業への普及を図るため、電気自動車

等のセミナーや展示会等を開催するものでご

ざいます。

展示会につきましては、来年２月５日から

６日に、グランメッセ熊本において開催予定

の熊本産業ビジネスフェアへの出展を予定し

ております。

以上でございます。御審議のほどよろしく

お願い申し上げます。

○藤好経営金融課長 経営金融課でございま

す。資料の４ページをお願いいたします。

中小企業振興資金特別会計の元金及び利子

につきまして、元金1,871万4,000円、利子19

0万9,000円、合計2,062万3,000円の増額補正

をお願いしております。

この元金及び利子につきましては、高度化

資金貸付金に係るものでございまして、貸し

付け先から返済されます償還金のうち、中小

企業基盤整備機構からの借り入れに相当する
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分を同機構に対して償還するものでございま

す。

貸し付け先からの繰り上げ償還等はござい

まして、当初見込んでおりました償還額以上

に償還することとなりましたことによりまし

て増額補正をお願いするものでございます。

御審議のほどよろしくお願いいたします。

○小野上企業立地課長 企業立地課小野上で

ございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。

５ページをお願いいたします。

高度技術研究開発基盤整備事業等特別会計

に係ります繰越明許費でございます。

現在益城町で事業を展開しております臨空

テクノパークにつきましては、現在第２空港

線からの進入路の改良について地権者との用

地交渉を行っておりますが、この交渉の状況

を考慮して繰り越しを申請するものでござい

ます。

また、今年度新たに着手いたしました菊池

市の旭志川辺地区工業団地につきましては、

現在環境配慮システムに基づく環境調査を実

施しておりますが、調査に相当期間を要する

ということでございます。

また、県南地域の市町村が行います工業団

地整備支援のための調査費につきましても、

年度内の完成を目指して水路調査などの調査

に着手しておりますが、ボーリングの深さ等

によっては、ある程度の期間を要することも

想定されるところでございます。

これらの費用の合計２億円を繰り越し申請

するものでございます。どうぞよろしくお願

いをいたします。

○梅本観光物産総室長 観光物産総室長でご

ざいます。資料の６ページをお願いいたしま

す。

観光客誘致対策費といたしまして、600万

円の補正をお願いしております。

説明欄にありますように、阿蘇山上安心実

現緊急整備事業としておりますが、阿蘇の火

口の入り口にあります廃屋レストラン２棟に

つきまして、火口見物の玄関口となります所

に、ほぼ10年近く閉鎖の状態になっておりま

すけれども、南阿蘇村が事業主体となりまし

て撤去ということで事業を組み立てておりま

して、それに対する県の補助でございます。

総事業費約2,000万円程度と見込まれており

ますけれども、県として600万円の補助をす

るものでございます。

続きまして、７ページでございますけれど

も、議案第13号といたしまして、ようこそく

まもと観光立県条例の制定について御提案を

申し上げております。説明は、14ページに若

干わかりやすく書いておりますので、14ペー

ジ以降で御説明を申し上げます。

条例検討の背景といたしまして、２点を挙

げております。観光を総合産業としてぜひ確

立をさせたい、そしてもう一つは、県民が郷

土に誇りと愛着を持つことができる地域社会

を形成する、そういった２つの目的で観光立

県を実現させようということで条例をお願い

するものであります。

、 、 、この条例を制定いたしまして 県 市町村

県民、観光事業者、観光団体が連携、協力し

て取り組みを進めることができるように条例

を制定するものでございます。

全国での制定状況でございますけれども、

沖縄は昭和54年に既に制定しておりますが、

全国で９番目の制定ということを目指してお

ります。なお、欄外にありますように、国に

おきましては、観光立国推進基本法を平成18

年12月に施行しております。

条例案の骨子でございますが、(1)でござ

います。前文におきまして、先ほど申し上げ

ました条例の目的、理念、こういった２つの

視点について書いております。

(2)でございますが、第１章の総則におき

まして、県、県民、観光事業者、観光団体の
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役割や責務、そして、これは全国でも熊本だ

けでございますけれども、旅行者、訪れる方

々の協力、観光地づくりあるいは観光に対す

る取り組みの協力、こういったことについて

規定をしております。

(3)でございますが、第２章といたしまし

て、観光立県の実現に関する施策といたしま

して、５つの節に分けて書いております。

また(4)(5)といたしまして、観光審議会の

位置づけ、それから、雑則ということで全体

を構成しております。

15ページでございます。

検討の経緯でございますけれども、熊本県

観光審議会での審議を初めといたしまして、

県民や県議会の先生方に御意見をいただきな

がら作成をしてまいりました。

観光審議会の委員といたしましては、交通

事業者や経済界、マスコミ、物産関係者、県

議会、これは佐藤委員長に御出席いただいて

おりますが、こういった観光審議会を中心に

検討をいただいております。

また(3)でございますけれども、パブリッ

クコメントといたしまして、６人、19件の御

意見をいただきまして、それぞれ条例の中に

落とし込みながら踏まえさせていただいたと

ころでございます。

16ページをお願いいたします。

概要といたしまして、一番上に、６月定例

県議会で蒲島知事が申しました歴史回廊くま

もと観光立県宣言ということを踏まえまし

て、２つの視点、左側が総合産業としての観

光の実現でございますけれども、県民総生産

に対しまして4.3％の大きなウエートを占め

る観光について、ぜひ振興を図っていきたい

という視点、それから、右側が、郷土に誇り

と愛着を持つことができる地域社会を実現す

るのに寄与するといった２つの視点から条例

を組み立てるということでございます。

、 、真ん中ほどに 条例の特色といたしまして

新しい観光の概念としております。狭い意味

での観光だけでなく、スポーツ交流、芸術交

流、文化交流、こういった多様な交流を含み

ます観光への取り組みについて規定をしてお

ります。

また、先ほどから言っておりますように、

民間、行政一体となった県民総参加の取り組

みあるいは全庁挙げての総合的な取り組み

で、ぜひ観光立県を実現していきたいと考え

ております。

５つの施策といたしましては、真ん中の上

の方にあります競争力のある魅力的な観光地

づくりといたしまして、ニューツーリズムあ

るいは長期滞在の促進などについて規定をし

ております。

また、右の方で、おもてなしの強化と人材

の育成ということで、おもてなしの心だけで

なくて、地域にあります食によるおもてなし

などについても取り組みを強化するよう規定

をしておりますし、おもてなしの多様な人材

の育成について規定をしております。

また、左側に行きますけれども、県民一人

一人が関心を持って、みずから取り組むため

の意識の醸成といたしまして、県民に対して

の情報提供、あるいは学習機会の提供、ある

いは観光週間とか表彰制度、こういったもの

についての規定を設けております。

また、左下にございますけれども、県外、

国外からのさまざまな目的での来訪の促進と

いたしまして、先ほど言いましたスポーツ交

流、文化交流などによりましてたくさん来て

いただく、あるいは他県との連携、外国人誘

客について規定をしております。

最後に、右隅ですけれども、快適な旅行の

、 、ための環境の整備といたしまして 交通施設

交通アクセス、こういった交通インフラ等に

ついての整備について規定をしております。

17ページが全体の構成でございまして、前

文、そして、目的、基本理念として第２条を

、 、規定しておりますが 真ん中以下のところに

県や県民、観光事業者などの責務について、
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３条、４条、５条、６条で規定をしておりま

す。

なお、第７条で、旅行者の協力ということ

で、観光資源の育成及び保全への協力を求め

るあるいは観光に対するさまざまな取り組み

への参加を求める、こういった視点での協力

の規定を置いております。

８条で、観光立県の推進計画について位置

づけをいたしまして、今後、条例を具体化す

るための長期計画をつくりまして、着実に進

めていくことにしております。

18ページでございますけれども、先ほど５

節、５本の柱について申し上げましたので、

重複しますので割愛しますけれども、第１節

から第５節まで、22条までについて各施策に

ついて規定をしております。また、第３章で

は、観光審議会の位置づけをしたところでご

ざいます。

以上でございます。よろしく御審議をお願

いいたします。

○長野労働雇用総室長 労働雇用総室長の長

野でございます。よろしくお願いします。

資料は19ページでございます。

失業対策総務費で、説明欄にございますよ

うに、地域若年者等緊急雇用推進事業で161

。万4,000円を計上させていただいております

要求しております。

厳しい雇用環境にございます若年者や非正

規雇用者に対する雇用の確保という点で、現

在９カ所の公共職業安定所に配置しておりま

す地域雇用対策推進員による求人開拓及び求

職者とのマッチング支援に係る活動経費をお

願いいたしております。よろしく御審議のほ

どお願いいたします。

○佐藤雅司委員長 それでは次に、企業局の

総括説明を上野企業局次長から説明をお願い

いたします。

○上野企業局次長 今回、企業局から御提案

申し上げております議案は、補正予算関係２

議案でございます。

電気事業会計につきましては、荒瀬ダム関

連の工事に係る増額を２件お願いいたしてお

ります。

有料駐車場事業会計につきましては、平成

21年度の料金徴収等業務に係る債務負担行為

の設定をお願いいたしております。

詳細につきましては総務経営課長の方から

説明させますので、御審議のほどよろしくお

願い申し上げます。

また、本日は、熊本県営有料駐車場あり方

検討状況の報告について御報告させていただ

くこととしており、また、午後から荒瀬ダム

について御審議いただくこととしております

ので、あわせてよろしくお願いいたします。

○佐藤雅司委員長 次に、議案第７号、第８

号について、中園総務経営課長。

○中園総務経営課長 企業局総務経営課でご

ざいます。説明資料の20ページをお願いいた

します。

補正予算の総括表でございます。

今回、電気事業会計の収益的支出の増額補

正及び有料駐車場事業会計の平成21年度の債

務負担行為の設定の２議案をお願いしており

ます。

21ページをお願いいたします。

電気事業会計の収益的支出の営業費用につ

いて、１億7,700万円余の増額補正をお願い

しております。内容は、荒瀬ダム関連の工事

に係る増額２件でございます。

まず、荒瀬ダム泥土除去につきましては、

平成21年度までに全量を除去することとして

おりますが、平成19年度に除去した泥土の含

水率が高く、所要強度不足で処理場への搬出

ができず、八代港の加賀島地区に仮置きして

おりましたものを、今回芦北町の残土処理場
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までの運搬を行うために、１億4,900万円余

の増額補正をお願いするものでございます。

、 、次に 荒瀬ダム砂れき除去につきましては

ダムの管理対策として10万立米を除去するこ

ととしておりますが、除去した砂れきのうち

６万立米につきましては、平成19年度から22

年度まで漁港漁場整備課が行う覆砂事業に利

用することといたしております。今回、覆砂

量の増加が必要となりまして、この覆砂量を

確保するために2,800万円余の増額補正をお

願いするものでございます。

この結果、収益的収支の損益は、補正前の

267万1,000円の黒字から１億7,495万7,000円

の赤字となりますが、この赤字額につきまし

ては、利益積立金により次年度決算時に補て

んすることといたしております。

22ページをお願いいたします。

有料駐車場事業会計の平成21年度の債務負

担の設定をお願いしております。

内容は、駐車場の平成21年度の料金徴収と

業務委託でございますが、平成21年度は新た

に一般競争入札を行う必要がございます。こ

の業務委託は、接客業務や現金を取り扱う業

務でありますので、委託業者には一月半の研

修期間が必要でございます。これらの期間を

確保する必要がありますので、今回の補正で

2,600万円余を限度として債務負担行為の設

定をお願いするものでございます。よろしく

お願いいたします。

○佐藤雅司委員長 今お手元に文書を配りま

、 、したけれども それぞれの規定によりまして

出席要求書を委員長から議長あて、議長から

知事あてに出した文書でございますので、御

参考までにお配りしておきます。

以上で執行部の説明が終了いたしましたの

で、質疑を受けたいと思います。質疑はあり

ませんか。

○早田順一委員 これは労働雇用総室になり

ますかね。

、 、今 非常に日本全国経済不況ということで

社員及び派遣社員等解雇されている例をよく

テレビ等で見ていますけれども、県内におい

ては、そういった数字といいますか、そうい

ったものは把握されているんでしょうか。

○長野労働雇用総室長 具体的な把握につき

ましては、毎月労働局が正式に調査しており

ます情報をいただいております。ただ、先ほ

ど申しました地域雇用対策推進員も、県内各

事業所を回っておりますので、事業所を回っ

たところの情報というのは、こちらの方であ

る程度把握しているところでございます。

現在まで県内でどのくらいがという総計は

出ておりませんけれども、11月に緊急に労働

局が調査しました中身によりますと、来年３

月までの期間に、大体150名程度が解雇ない

し雇いどめになるだろうという調査結果が出

ております。

○早田順一委員 それで、そういった方々の

中に、要は家を持っておられない方とか、そ

ういった方々がどれぐらいおられるのかをち

ょっと知りたかったんですけれども、国の方

で、この間だったですかね、内閣総理大臣の

記者会見で、生活防衛のための緊急対策とい

、 、うことで出ておりましたけれども その中で

年内にそういった住宅を確保するというよう

なことを言われていたと思うんですが、そう

いったものは国と県とは、何か国からお話が

あっているとか協議をしているとか、そうい

うのは何かありますか。

○長野労働雇用総室長 具体的な話はまだ正

式に――先週の金曜日15日に全国の職業安定

部長会議があっておりまして、その中で、緊

急に雇いどめに遭った人とか生活困窮になる

方に対する貸付金とか、雇用促進事業団です

か、そこの持つ住宅の空き家、それを緊急に
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あっせんするような話が出ているのは承知し

ております。

それで、その住宅につきましては、大体県

内では185戸程度あるやにちょっと情報をい

ただいておりますけれども、これがきょうか

ら各ハローワークで、そういう住宅の申し込

みとか貸付金の申し込みの相談を受けるとい

うことまでは、きょう労働局の方に確認して

おります。

○佐藤雅司委員長 ちょっとよかですか。

実は、今早田委員の御質問は、あと年末ま

で２週間程度になって、このように経済が急

激に落ち込み、雇用環境も極めて悪い状況に

なっているということが今質問の趣旨なんで

。 、 、すね ですから 国のそうした対策について

やっぱり県あたりも即対応しなきゃいかぬわ

けですね。その辺のところは、非常に今の御

答弁を聞いておりますと、緊張感がないなと

いう印象を受けます。その辺、部長いかがで

ございますか。

○島田商工観光労働部長 今、委員長、早田

委員がおっしゃったとおりでございまして、

かなりこれは県内状況は厳しい状況である

し、また、さらに今後厳しくなるかと思って

おります。

そういうことで、私どもも、先ほど総室長

が申しましたいろんな実態把握と同時に、さ

らに誘致をいたしております企業の大手企

業、さらには地場企業の雇用状況、または資

金繰りの状況、こういうところも聞き取りで

今実態を調査いたしているところでございま

す。

それと、雇用対策、やっぱり基本的に県だ

けというのはなかなか厳しいものがあるもの

ですから、これは労働局と十分連携をとりな

、 、 、がら そして国の方でも 今かなり金融支援

また雇用対策を中心に経済対策の施策の状況

の提案が出てきております。これをよく労働

、 、局等々と協議をしながら 一緒にできること

県でやること、そういうことに十分対応して

いきたいということで、今週の18日に緊急雇

用対策本部を立ち上げ、第１回目の緊急対策

会議を行っていきたいと思っております。

この中で、まず、雇用状況がどういう状況

にあるのか、そして、国、県の現在の――先

ほど住宅手当と生活支援手当と、国も県もあ

るわけでございますので、国、県が今どうい

う雇用支援施策を持っているのか、金融支援

施策を持っているのか、こういうのをきちっ

とまずやっぱり皆さんに知っていただく、そ

して、なおかつ国と県と今連携をしながらど

ういうことをやろうとしているのか、例えば

今回12月補正で、商工観光労働部だけでも５

事業ほどお願いをいたしておるわけでござい

ますけれども、またさらには、この国の第１

次補正で国と県が協働しながら就職支援を行

っていくという取り組みも、近々国と一緒に

協議会を開きながらやるようにいたしており

ます。

こういう、一緒にどういうことをやってい

こうとしているのか、さらには、今度国の２

次経済対策が実施をされるわけでございま

す。これもまだちょっと、いつ、じゃあ具体

的に対策が実行に移るのかというのが見えな

いところがありますので、県としましては、

情報をできるだけ早くとらえて、その対策が

、 、出たときに じゃあ県と国で何ができるのか

やるべきなのか、これもできるだけ早目に準

備をしたいと、スピード感を持ってやってい

きたいということで、今回、この経済対策本

部をできるだけ早目にということで、18日に

立ち上げるようにしたところでございます。

いずれにしましても、これは大変、いわゆ

る半導体並びに自動車という輸出型の産業が

熊本県の経済を引っ張ってきたという一面が

あるわけでございますので、県内中小企業を

含めて非常に大きな影響が今後とも出てくる

という危機感を持って、これはきちっとした
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取り組みをしていきたいと思っております。

○早田順一委員 ありがとうございます。

やっぱり思った以上に経済が急速に変化し

ておりますので、それなりに対応をしっかり

としていただきたいと思いますし、これは案

でありますけれども、例えば住宅が足らない

、 、というときになれば 県の施設といいますか

職員住宅でも空いているところがあればそう

いうところに緊急に入れるとか、そういう対

策も必要じゃないかというふうに思っており

ますので、ぜひよろしくお願いしたいと思い

ます。

○佐藤雅司委員長 要望でよございますね。

○早田順一委員 はい。

○西岡勝成委員 100年に１度と言われる今

度の経済不況、実体経済にいよいよ影響して

くると、来年はまだまだ暗い予想ができるわ

けですけれども、私は、ある意味じゃこれを

チャンスに、農林漁業なんていうのは、もう

本当高齢化が進んで後継者がいないような状

況下にあるんですね。農業の場合、ＷＴＯの

問題もいろいろありますけれども、この際、

田舎は家もいっぱい余っているし、労働条件

としては決していいものじゃないかもしれな

いんですけれども、こういう人手不足に悩ん

でいる農家にシフトをしていくのも、一つの

私は戦略であろうと思うんですね。

こういうときに、農業の集落営農とかＪＡ

とか、そういうものともうちょっと連携をと

りながら、漁業も林業も一緒ですが、シフト

をさせていく。特に派遣社員の方々は、あす

の生活さえ大変な状況にあるわけですから、

ある意味じゃ、政府もいろいろ２次補正で計

画をしているようですけれども、補助をしな

がらシフトをしていくということも、私は、

、 、日本の国全体 地域全体を考えていく場合に

非常に大事な側面と思いますので、その辺も

ひとつぜひ部として、課として連携をとって

考えていただければと思うんですけれども、

どうですか。

○佐藤雅司委員長 縦割りではなくて、他の

分野も大局的な見地からということでござい

ます。

○島田商工観光労働部長 今、西岡委員の御

意見のとおりかと思っております。

今回、いろいろ県内企業を調査いたしまし

て、基本的には８割方ぐらいは大変な、３割

から５割ぐらいの影響を受けているわけでご

ざいますけれども、ただ、中には、例えば環

境関連の企業でありますとか、非常に高度な

技術を持っている地場企業、それと食品関係

の企業、こういう企業では、これだけ厳しい

中でも非常に好調で人が足りないというよう

な企業もあるわけでございます。

そういう観点、さらには、国の方でも農商

工連携、これはこの経済危機の中でも、さら

に経済活性化、経済対策という観点からも取

り組みたいということもありまして、私ども

も、今回の12月補正でも農商工連携の予算を

お願いいたしているところでございますけれ

ども、これは経済活性化という観点、それと

景気後退の中での新たな取り組みという観点

から、これはぜひ農林水産部と一緒になって

力を入れていきたいと思っております。

既に農商工連携推進協議会というのを立ち

上げておりまして、これは、県庁内の関係部

局、それと関係団体、皆さん方にお集まりい

ただいて、情報の共有化とともに積極的に取

り組もうということで、みんなで確認をいた

しております。これは商工団体等も一緒にな

りまして、ぜひこの機会にこの農商工連携は

進めていきたいと思っております。

○藤川隆夫委員 関連なんですけれども、今
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新卒者の内定取り消し等が出ていますよね、

高校、大学卒業生の。県内でもそういうよう

な状況はあるのか。

○長野労働雇用総室長 ３週間ぐらい前に一

度、県内で７人の方が、これは県外企業から

の内定取り消しなんですけれども、これが発

生しておりまして、きょう時点でまた確認し

ましたところ、今のところそれからふえては

おりません。ただ、ハローワークには、ちょ

っと内定取り消しの相談あたりが幾つかはあ

っているということで、取り消し回避に向け

て今助言等をやっているということを聞いて

おります。

○藤川隆夫委員 ずっと追跡をしていただい

て、困らぬような形にやっていただければと

思います。

○鎌田聡委員 今の関連で、その７人という

数字は私もちょっと伺っておりましたが、こ

れはもう完全に取り消されたんですかね。そ

の後どうなったんですか、７人の方は。

○長野労働雇用総室長 ７人の方は、一応内

定していた会社に対してはもう取り消しされ

、 、て 今取り消しした会社の関連企業あたりを

ちょっとハローワークを通じてまた探してい

るという状況で、今のところ内定取り消しは

そのまま生きた感じになっております。それ

が解消されたというのはまだ聞いていませ

ん。

○鎌田聡委員 ぜひ、このフォローというか

――高卒ですよね。高卒予定者ですから、教

育委員会とも連携をとりながら、ぜひそのま

ま何もなしということにならぬように、企業

にもやっぱり責任はありますので、その辺は

追及していただきたいと思いますし、県内の

そういった相談の状況がまだ来ていると。こ

れは県内企業ですよね、ハローワークに来て

いるのは。

○長野労働雇用総室長 県内企業も含まれて

いるということですけれども、まだやはり県

外企業の方が多いような感じです。

○鎌田聡委員 ぜひ、内定取り消しの相談が

来ているという話は、そういった動きをやら

ない――この際ということで、本当に厳しい

ところもあるかと思いますけれども、こうい

う状況だからということで、安易にそういっ

た行動に走らないように、そういったことは

商工団体を通してでも、県の方から、この緊

急対策会議の申し入れでも、ぜひ商工団体あ

たりにやっていただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。

○内野幸喜委員 これは７名。これは高卒で

すね。高卒の場合はハローワークに報告する

義務があるということで、県内の大学であっ

たり、短大、専門学校とか、そういったとこ

ろの学生が内定取り消しに遭った場合、その

報告は県は求めているんですか。

○長野労働雇用総室長 県には報告はありま

せんで、基本的に高校の場合はハローワーク

か学校の方に報告するようになっています。

大学は、それぞれ個人に行きますので、個人

の方が、私が内定取り消しがあったというの

を言われなければわからないという……

○内野幸喜委員 大学当局がですね。

○長野労働雇用総室長 はい。大学生が今ま

だ２名なんですけれども、そのあたり、今後

また十分把握して対策をとってまいりたいと

思います。

○内野幸喜委員 その２名というのは、若干
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少ないような気がするんですね。恐らく大学

とか各学校に報告していない方がいらっしゃ

るので、恐らくもっとこの実数というのは多

くなってくると思うんですよ。現状把握のた

めにも、大学と専門学校、短大等にも、そう

いったことがあれば報告していただくような

形の連絡でもしてもらう方が私はいいんじゃ

ないかなと思うんですけれどもね。

○佐藤雅司委員長 もちろんそうした調査体

制は整っていらっしゃるというふうに思いま

すけれども、今後ともそうした追跡調査をき

ちんとやって、そして問題が起こらないよう

にしていただきたいと思います。

この関連で何かありませんか。――それで

は、ほかに質疑はございませんでしょうか。

○内野幸喜委員 企業立地の面で、この前、

玉名の愛三工業、自動車関連ということで大

変心配したんですけれども、今のところ予定

どおりという話を私もお伺いしました。それ

以外に、進出予定の企業であったところが若

干計画を変更するとか、そんな報告というの

は何か出ていますか。

○小野上企業立地課長 この１週間ほど、県

内の主な企業立地されたところに10数社ほ

ど、ヒアリングといいますか、聞き取り調査

を行ってまいりました。あそこは、主に生産

の調整があるかどうかということと、それか

ら雇用に関しての調整みたいなものがあるか

ということと、それから今内野委員が御指摘

されました投資を予定どおりされるかどうか

というこの３点について、いろいろ事情を聴

取してまいりました。

愛三工業の例は新聞等にも報道されたとお

りですが、一部半導体関連企業でラインの日

数がまだできていないというところもござい

まして、そこが例えば次年度以降順調にでき

るかどうかというのがまだ不確かだというと

ころもございました。

、 、ただ 今まで立地協定を済ませたところで

大半のところは、大体この秋ぐらいまでには

投資が終わっているという企業の方が大半で

ございました。その後、これから増設とかあ

るいは新しく投資をしなければならないとい

う企業につきましては、若干おくれみたいな

のはあるのかなというふうな感じは持ってお

りますけれども、それがいつの時点でどのく

らいということまでは、まだ企業の方でも判

断をされていないというふうな状況だと思い

ます。

○佐藤雅司委員長 ほかに質疑はありません

か。

○早田順一委員 観光関係でお尋ねをちょっ

、 、としますけれども これは県北といいますか

地元の山鹿に関してなんですが、いろんな観

光に関する協議会、こういったものが幾つも

ございます。その中で、行政主体の観光協議

会とか、それから民間主体の協議会、いろん

なものがございますけれども、話を聞いてお

、 、りますと それに参加するメンバーの方々が

やっぱり半分以上はダブっていろんな協議会

に参加をされています。だから、そういった

一回整理といいますか、市とか、そういった

地元の方とかいろいろ話し合って一回整理を

する必要があるんじゃないかと思いますけれ

ども、その点はいかがでしょうか。

○梅本観光物産総室長 委員御指摘の点は、

実は県北だけではなくて、例えば天草に合併

前の観光協会が幾つかまだ残っているところ

とか、そういった課題を抱えております。

それで、行政単位も合併して大分変わって

おりますし、また、今この条例でも打ち出し

をしております長期滞在とかあるいは観光ル

ートを各地域が連携して開発するような必要

がございますので、一つ一つ見直しの意向を
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地元とよく協議しながら、課題の解決に当た

っていきたいと考えております。

○早田順一委員 予算の配分も、それぞれ少

しずつ出ていると思うんですよ。だから、少

しずつ出すよりも、ある程度大きくした方が

効率がいいんじゃないかと思いまして、ちょ

っとお聞きをいたしました。

○西岡勝成委員 観光関係なんですけれど

も、牛深の海中公園が、要するに廃業せざる

を得ぬような状況に追い込まれているという

新聞、私も聞いておりますけれども、1970年

に日本で初めて海中公園の指定を受けて、い

いときには３万人を超えるような客が利用し

ていたんですけれども、燃油の高騰等もあり

ましたし、また、観光客の減少というような

ことで、天草の大きな目玉であったし、熊本

県のやっぱり一つの目玉でもあった海中公園

がなくなると、非常に私寂しいものがありま

すけれども、これについて何か地元から、天

草市の方からか業者からか、県に何か相談と

いうのはあったのですか。

○佐藤雅司委員長 それじゃ、これは議題外

の話でございますので、その他のところで、

今の西岡委員のお話はまたお答えいただきた

いと思います。この議題の中でありますか。

○藤川隆夫委員 観光物産総室になると思う

んですけれども、物産館がＮＴＴのところに

移りましたよね。一月近くもたつと思うんで

、 。すけれども 前と比べての状況はどうなのか

○梅本観光物産総室長 先生方、いろいろ御

審議いただきまして、予算をつけていただき

まして、11月22日でしたか、オープンいたし

ました。やはり立地が、非常にお城と近いこ

ととか、１階に移ったことがございまして、

今のところ、きょう現在で、もう20日間過ぎ

ましたけれども、一日平均50万程度の売り上

げになっておりまして、約３倍増になってお

ります。

、 、先生方には 予算のときにお願いしたのは

5,000～6,000万の年間売り上げだったものを

１億以上にはぜひしたいということで申し上

げておりましたけれども、現在のところ、特

に桜町周辺の住民の方々に支えられている点

とか、あるいはお城の観光客が目をつけて来

ていただいている点とか、あるいは周辺のオ

フィス街の方々にも支持されている点とかあ

りまして、非常に好調な滑り出しだと思って

おります。

以上でございます。

○藤川隆夫委員 今後もちょっと見ていって

いただきたいんですけれども、当然売れてい

るもの売れていないもの、あるかというふう

に思います。委託事業という形になっている

と思いますので、その付近の中身をきちっと

チェックしながら、入れかえとか展示の方法

だとか、そういうこととあわせて、いろんな

熊本県の物産の情報の発信基地的なものでい

ろんな発信をしていってもらえればというふ

うに思いますので、よろしくお願いします。

○佐藤雅司委員長 要望でございますので、

よろしくお願いします。

○増永慎一郎委員 先日、今藤川先生が言わ

れた件に関して、私ちょっと行ってみたので

すが、土産物というか、各町のＰＲとか、産

地がどこだという表示とかは全然してなかっ

たんですよ。その辺も、ちょっと私県外のお

客さんを連れて見に行ったのですが、例えば

このしょうちゅうはどこでつくっているんで

すかとか聞かれても、係の人がラベルを見な

がら説明をするというふうな形で、だから最

低でもそういうふうな産地の紹介、あとは売

り子さんたちの勉強を、ある程度店に置いて
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ある品物に関しては知識を持ってもらわない

とＰＲがなかなかできないと思いますし、そ

の分を補うためにもきちんとした表示あたり

をしていないと。できればその物産館がお土

産物屋さんの模範となるようにしてほしいの

で、その辺をひとつ要望しておきます。

○佐藤雅司委員長 売り方のレベルを上げて

ほしいと、こういう要望でございますので、

よろしくお願いいたします。

ほかにこの議題で。

○西岡勝成委員 農商工連携の件についてで

すけれども、我々も、いろいろ地域の資源を

生かしたものづくりということで、商工の方

でも予算をつけていただいてやっております

けれども、一番の問題点は、いいものが必ず

しも都市部で売れていかないんですね。パッ

ケージにしても、瓶詰も、いろいろのスタイ

ルがですね。

それで、この前、商工の方でつけていただ

いて、牛深の商工会議所の方でそういう業者

を集めていろいろ――テルサの土山先生とか

に来ていただいたり、いろいろ成功例とか、

そういうものの勉強をやっておりますけれど

も、どうしてもいいものはどんな瓶に入っと

ってもどういうパッケージにしても売れると

いうイメージが生産者に強過ぎるんですよ

ね。安くてもいいと、中身さえよければとい

うようなイメージが強過ぎて。

ただ、都会の消費者というのは、そうじゃ

なくて、やっぱりそこには、そのようなセン

スとか物が売れていくマーケティングとか、

そういう専門的なものと組み合わせていかな

いと、決して物というのは売れていかない。

まあアウトレットみたいに安くて曲がったも

のでも売れるという市場はあるかもしれぬけ

れども、やはり都市部で売っていこうとする

と、どうしてもそういう経験を持ったアドバ

イザーが必要なんですけれども、その辺の仕

組みをもうちょっと――どこもあると思うん

、 。 、 、ですね これは その辺の流れを ぜひ何か

例えばデパートにおった経験者とか商社にお

った人とか、そういう行政マンじゃなかなか

難しい部分のところのアドバイザーみたいな

ものはないんですか。

○宮尾商工政策課長 商工政策課でございま

すが、まさに委員御指摘の、いわゆるソフト

面で付加価値をつけていくというのが今回の

農商工連携の大きな考え方の一つでございま

して、農林漁業者が単純に市場で勝負すると

いう話ではなくて、そこにプラスアルファの

付加価値をつけながら、さらに新しい販路を

開拓するというものでございますが、現在、

その具体的な支援といたしましては、これは

地域連携拠点というのがございまして、９カ

所県内にございます。

本県の場合は、全国的にもこれにＪＡが３

カ所入っておりまして、この地域連携拠点で

そういったアドバイザーとか、それから、そ

ういったコーディネートする機能を持たせま

して、そちらの方に御相談いただきますと―

―これは残念ながら単県事業じゃなくて国の

事業なんですが、国の方の予算等もございま

して、そこでそういったプラスアルファの付

加価値のつけ方あたりをアドバイスできると

いう仕組みになっております。

県といたしましても、もちろんこの地域連

携拠点と、それから、一番身近につなぎます

、 、商工団体でございますけれども 商工会議所

商工会あたりとこの地域連携拠点、これをネ

ットで結びまして、ネットといいますか、メ

ールで常に情報交換をやっておりまして、し

たがいまして、私どもも中小企業者、農林漁

業者にもっともっとＰＲしなきゃいかぬとこ

ろもございますが、こういった地域連携拠点

等をぜひ活用して、そういったアドバイスを

いただけるような形にやっていきたいという

ふうに考えているところでございます。
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○西岡勝成委員 じゃあ、ＪＡ天草には、そ

の人材もいるわけですか。

○宮尾商工政策課長 常勤という形では、そ

の中の職員が対応いたしますが、非常に案件

的にはいろんな案件がございますので、すべ

てにオールマイティーな人間というのはなか

なかおりませんので、その案件に応じたアド

バイザーを紹介する、つなぐという形になっ

ております。

○佐藤雅司委員長 ほかに質疑はありません

か。

○鎌田聡委員 観光条例が今回提案をされて

おりますが、これの第４節で、広報宣伝活動

の強化ということで出されております。

この前もそうだったかと思いますけれど

も、いろんなところから話を聞くと、やっぱ

り宣伝下手という話がありまして、ぜひ、こ

の条例がせっかくできますので、広報宣伝の

強化をしていただきたいと思いますが、特に

、 。宣伝部長ですね スザンヌさんを起用されて

あれはここの所管じゃないんでしょうか。

(「広報」と呼ぶ者あり)まあ参考までに、何

か来年３月までの契約とか聞いていますけれ

ども、お幾らぐらいかかるんですかね。

○佐藤雅司委員長 わかる方はいらっしゃい

ますか。なければ、後で（ 2,000万と聞いた「

」 ） 。ことがある と呼ぶ者あり そこまでは……

○梅本観光物産総室長 今持ち合わせており

ませんので……。

○佐藤雅司委員長 それじゃ、それはまた後

で鎌田委員の方にお知らせいただきたいと思

います。

○鎌田聡委員 そういったことも――まあ幾

らかけたがいいのか、どういうやり方が効果

的なのかということも判断していただきなが

ら、特にやっぱりメディア戦略というのは非

常に重要かと思うんですね。ですから、来年

３月までなら、ちょっとその後どうなるのか

なという不安もありますけれども、ぜひ、タ

レントの起用だけじゃなくて、やっぱりＫＡ

ＮＳＡＩ戦略あたりの中で、関西地域にある

程度スポットのＣＭを効果的に、金目の問題

もありますでしょうけれども、そういったこ

とをやっぱり――単発じゃなかなか印象がつ

かないと思いますので、そういった効果的に

連発しながらやっていただけたら、時期も見

てですね。そういったことでのやっぱり宣伝

をぜひお願いしたいと思いますので、よろし

くお願いします。

○梅本観光物産総室長 委員御指摘のよう

に、特に関西地域から人を誘客するというの

は、まだ今10％程度のシェアしか占めており

ませんので、非常に大きなマーケットだと思

っております。

それで、ちょうど12月１日から来年３月31

日まで、冬のゆったりくまもと温泉紀行とい

う大型キャンペーンを今張っております。例

えば、パンフレットは15万部刷りまして、関

西以西のインターチェンジあたりに置いたり

あるいはテレビとかＪＲの駅舎の中でポスタ

ーを掲示したりとかいうことを今展開中でご

ざいまして、御指摘のように、集中と選択と

いいますか、効果的に集中的な誘客につなが

るような広報について、より一層取り組んで

いきたいと考えております。

○鎌田聡委員 お願いします。

○佐藤雅司委員長 ほかにございませんか。

○内野幸喜委員 この補正の件で、これは観
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光物産総室になりますけれども、この600万

円の補正、南阿蘇村への補助ということで、

この廃屋の所有はどこになるんですか。南阿

蘇村の所有になるわけですか。

○梅本観光物産総室長 土地につきましては

南阿蘇の村有地でございます。建物につきま

しては民間の所有になっております。

○内野幸喜委員 これは民間業者も当然負担

してもらうってことですかね。

○梅本観光物産総室長 事業主体であります

南阿蘇村とはよく協議をしておりますけれど

も、委員御指摘のように、民間の建物所有者

に対して負担を求めるといったところで協議

しております。

○佐藤雅司委員長 よございますでしょう

か。

○内野幸喜委員 はい。

○溝口幸治副委員長 観光立県条例に関して

ですが、条例をつくって、その後どうやって

この条例をつくったことをＰＲしていくかと

いうのが非常に大切になってくると思いま

す。来年の当初予算になるんでしょうけれど

も、この条例の概要版みたいな、パンフレッ

トみたいなものを当然お考えだと思います

が、そのようなところをどう力を入れていく

のか。

また、ビジネスフェアとかありましたね、

２月に。こういったところでも、やっぱりこ

ういったＰＲをやっていくべきだろうと思い

ますし、加えて、西岡先生がずっと御主張な

さっている食博覧会、大阪で４年に１回ある

食博覧会、こういった席でも、そういうＰＲ

を通して、また、先ほどの藤川先生の質問に

もありましたけれども、物産館、こういった

機能の、まあミニ版じゃないですけれども、

そういったものもこの食博覧会に合わせてや

るべきだと思いますけれども、その食博覧会

についても、そういった条例のＰＲとあわせ

て、どういった意気込みで出展をするのか、

そのあたりをお聞かせいただきたいと思いま

す。

○梅本観光物産総室長 条例をつくって、今

後のアピールということについての御指摘で

ございました。

一つの例として、委員御指摘のあの食博で

ございますけれども、これは大阪で４年に１

回行われる60万人ぐらい訪れる大きな博覧会

だと聞いております。非常にアピールする場

として、これからは観光とそれから物産とい

うのは別々ではなくて、食の視点を入れなが

らの観光の売り込みというのが非常に大切で

ございますので、分けて考えるつもりは毛頭

ございませんで、一緒にアピールしていきた

いと考えております。

また、条例につきましては、制定していた

だきましたならば、県民全体の条例というこ

とで、これまでと違うんだと、一人一人がお

もてなしの主体なんだというところについて

主体性を持っていただきたいと思いますの

で、そういう意味で大きなシンポジウムにし

たり、みんなで考える場をつくっていきたい

と。それから、地域ごとにも、そういったき

め細かな浸透を図っていくような取り組みを

したいと思っております。

○佐藤雅司委員長 じゃあ、そのことは極め

て大事なことでございますので、ぜひよろし

くお願いしたいと思います。

ほかにないようでございますが、よござい

ますか。

（ はい」と呼ぶ者あり)「

○佐藤雅司委員長 なければ、これで質疑を

終了します。
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ただいまから、本委員会に付託されました

議案第１号、第２号、第６号から第８号まで

及び第13号について採決したいと思います

が、御異議ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり)「

○佐藤雅司委員長 御異議なしと認め、採決

いたします。

議案第１号、第２号、第６号から第８号ま

で及び第13号について、原案のとおり可決す

ることに御異議ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり)「

○佐藤雅司委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第１号、第２号、第６号から第

８号まで及び第13号については、原案のとお

り可決することに決定をいたしました。

次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。

議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。

（ はい」と呼ぶ者あり)「

○佐藤雅司委員長 御異議なしと認め、その

ように取り計らいます。

次に、報告事項に入ります。

報告の申し出が商工観光労働部から３件、

企業局から１件あっております。

まず、それぞれ担当課長から説明を受けた

後、一括して質疑を受けたいと思います。

それでは、報告１について説明をお願いい

たします。

○宮尾商工政策課長 商工政策課でございま

す。

報告の１は、くまもとの夢４カ年戦略(案)

についてでございます。

本件につきましては、総務常任委員会での

付託案件でございますが、県政全般に関する

、 、計画でございますので 当委員会においても

その概要について御報告させていただくもの

でございます。

また、くまもとの夢４カ年戦略(案)は、別

途お配りさせていただいておりますが、本日

は、その概要版であるくまもとの夢４カ年戦

略の概要で簡潔に御説明させていただきたい

と思います。

それでは、報告事項１ページ目をお願いい

たします。

まず、１のくまもとの夢４カ年戦略とはと

いうことでございますが、本戦略は、蒲島県

政におけるこの４年間の県政運営の基本方針

でありまして、また、本戦略の策定後は、現

在の総合計画パートナーシップ21くまもとと

置きかわることとなります。

次に、２のくまもとの夢４カ年戦略のポイ

ントでございますが、本戦略は、知事マニフ

ェストを基本としてつくられております。こ

れまでの総合計画は、10年間程度を計画期間

としてつくられておりますが、知事の任期に

合わせまして平成24年３月までを計画期間と

しております。

続きまして、３.くまもとの夢４カ年戦略

の構成についてでございますが、経済上昇く

まもと、長寿安心くまもと、品格あるくまも

、 、と 人が輝くくまもとの４つの分野において

それぞれ３つの戦略で構成し、全体で12の戦

略を掲げております。

また、くまもとの夢とは、生まれてよかっ

た、住んでよかった、これからもずっと住み

続けたい熊本の実現でございます。

くまもとの夢の実現に向けた取り組みとし

て、それぞれの戦略には目標と複数の指標を

示し、その目標の達成に向けて取り組む主な

施策や、この４年間で着実に成果を上げたい

重点的に取り組む施策を記載しております。

、 、また 喫緊の課題への対応といたしまして

行財政改革、川辺川ダム問題、水俣病問題へ

の対応を、そして、熊本市の政令指定都市誕

生に向けた県の姿勢も記載しております。

２ページ目をお願いいたします。

まず、経済上昇くまもとについてでござい
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ますが、これは稼げる県に向けた産業振興に

取り組むものでございます。魅力的で豊かな

基盤を持ち、世界に飛躍する農林水産業の振

興を初め、県経済を牽引し、活力があり、雇

用を創出する商工業や記憶に残る観光地歴史

回廊くまもとに向けた観光産業の振興を図り

たいと考えております。

当部関係で申し上げれば、戦略の２で、商

工業においては、指標として企業誘致件数、

製造品出荷額、新規雇用者数を掲げておりま

す。また、戦略的企業誘致の推進、中小企業

の技術、経営、販路開拓の支援を重点的に取

り組む施策としております。

また、戦略の３では、観光において、指標

として観光宿泊客数、外国人宿泊客数を掲げ

ております。また、歴史回廊くまもと観光立

県の推進を重点的に取り組む施策としており

ます。

次に、３ページをお願いいたします。

長寿安心くまもとについてでございます

が、県民一人一人が人権を尊重され、健やか

に生きがいを持って力を発揮できる社会に向

けた取り組みを初め、住みなれた地域で安心

して暮らすための医療、福祉の体制整備や、

安全、安心で住みやすい社会に向けた食の安

全や消費生活、防犯・防災対策など、安心、

安全に暮らすことができる社会づくりに取り

組むこととしております。

次に、４ページをお願いいたします。

品格あるくまもとでございますが、品格あ

るくまもとは、だれもが誇りと魅力を感じる

熊本づくりを行うものでございます。地域の

歴史、文化などを生かした魅力あふれる地域

づくりを初め、低炭素、循環及び共生を基調

とした持続可能な社会づくりに取り組むこと

としております。

、 、また 九州新幹線の全線開業を契機として

交流人口の増加、認知度向上に向けた取り組

みや道路交通ネットワークなど、県土基盤の

強化に取り組むこととしております。

５ページをお願いいたします。

人が輝くくまもととしておりますが、人が

輝くくまもとでは、子育て支援を中心とした

子供の笑顔があふれる社会づくりや夢へのか

け橋となる教育、さらには、働くことを通し

て自己実現できる社会の構築に向けて取り組

むこととしております。

ここで、当部関係では、戦略の３で、就労

においては、指標としてインターンシップに

おけるアンケート調査の結果や県内就職を希

望する生徒の県内就職決定率などを掲げてお

ります。また、若年者の就労支援を重点的に

取り組む施策として掲げております。

以上の取り組みにより、それぞれに掲げた

目標を達成することで、県民幸福量の最大化

を図りたいと考えております。

最後に、６ページをお願いいたします。

くまもとの夢４カ年戦略の推進体制につい

てでございますが、情報公開の徹底や県民総

参加による県政運営を初め、県民との連携、

協働について記載しております。

また、目標達成に向けた進捗状況を、本戦

略に掲げてある指標により県民にわかりやす

く説明するよう、政策評価を活用するととも

に、成果重視の県政運営に取り組むこととし

ております。

以上が４カ年戦略の概要でございますが、

現在の経済情勢は大変厳しい状況に直面して

おりまして、また、先行きもしばらくは厳し

い状況が見込まれております。当部で目標と

しております各種指標につきましては、不安

視する御意見もちょうだいしておりますが、

商工観光労働部といたしましては、本４カ年

戦略を施策の柱として、目標の達成に向け全

力で取り組むこととしておりますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。

以上でございます。

○佐藤雅司委員長 次に、報告２について、

藤吉経営金融課長。
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○藤吉経営金融課長 経営金融課でございま

す。資料の７ページをお願いいたします。

制度融資に係ります保証協会の求償権放棄

の取り扱いに関しまして、現在条例の整備に

つきまして検討しておりますので、その状況

につきまして報告をさせていただきます。

まず、１の制度融資で返済不能となった場

合の対応についてでございますが、図に示し

ておりますように、融資を受けた中小企業が

返済不能の状態となった場合、保証しており

ます保証協会が、融資を行った金融機関に対

しまして、中小企業にかわってその債務を代

位弁済することになります。

保証協会が代位弁済を行った後、当該中小

企業に対しまして求償権を行使しまして、そ

の後回収を図っていくということになりま

す。なお、この保証協会の代位弁済に対しま

、 。しては 県はその一部を補てんしております

次に、２の保証協会が求償権を放棄できる

場合の取り扱いについてでございますが、今

１で申し上げました保証協会が返済を求めま

す求償権につきましては、その権利を放棄で

きる場合が国から示されております。

どのような場合かといいますと、点線で枠

囲みをしておりますが、中小企業再生支援協

議会等が関与しまして策定された計画等に基

づき、中小企業の事業再生に資すると認めら

れる場合には求償権を放棄することができる

というふうなこととなっております。

次に、今申し上げましたこの取り扱いと制

度融資との関係についてでございますが、３

の制度融資に係る求償権放棄の取り扱いに記

載しておりますように、保証協会と県との損

失補償契約におきまして、保証協会が保証先

から回収した場合に、県に回収納付金を納付

するということとなっている場合――本県も

そのような保証契約内容となっております

が、その場合、保証協会の求償権の放棄を認

めるということは、県としましては、回収納

付金を受け取る権利をその分放棄することと

なりまして、まあそういう状況になりますの

で、中小企業の事業再生を円滑に進めるため

には、所要の条例を整備しておくことが必要

ということになってまいります。

この制度融資との関係につきましては、従

、 、前 はっきりしておりませんでしたけれども

国からその取り扱いについての判断が示され

たものでございます。

次の８ページをお願いいたします。

４の今後の取り組みについてでございます

、 、が 以上申し上げましたことを踏まえまして

中小企業の事業再生を支援していく観点か

ら、所要の条例の整備に向けまして検討を進

め、次の議会には条例案を上程させていただ

きたいということで考えております。

条例の内容といたしましては、国からも例

示されておりますけれども、前のページの２

で申し上げましたように、中小企業再生支援

協議会等が関与して策定された計画等に基づ

きまして、中小企業の事業再生に資すると認

められる場合には承認できるというふうな方

向で検討していきたいというふうに考えてお

ります。

なお、他県の状況につきましては、５の参

考に記載しておりますように、既に３都県で

制定済みでございまして、他の県につきまし

ても制定に向けての検討が進められていると

いうふうな状況でございます。

以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。

○佐藤雅司委員長 それでは、報告３につい

て、先ほどの条例と相当重複しておりますの

で簡潔に、梅本観光物産総室長。

○梅本観光物産総室長 ９ページでございま

す。

条例を受けました最初の計画でございまし

て、現在策定中でございますけれども、県議
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会の御意見とか今後パブリックコメントにか

けまして、来年１月早々には策定をしたいと

思っております。

９ページの真ん中以降が条例を受けた計画

、 、の説明でございまして 計画につきましては

2008年から2011年までの４カ年計画にしたい

と考えております。

ちょうど真ん中あたりに、目指す姿として

４点書いておりますが、歴史と文化の薫り高

い観光地づくり、それから、おもてなしあふ

れる観光地づくり、ブランド戦略を踏まえた

認知度の高い観光地づくり、それから食の振

興と一体的に結びついた農商工観光連携の観

光地づくりにしたいといったところが目指す

姿であります。

計画期間は４カ年。数値目標がポイントに

なりますけれども、691万人の現在の実績を7

50万人にしたいという目標を掲げておりま

す。これは鹿児島県が部分開業したときに約

40万人ふえておりまして、それの1.5倍に当

たる高い目標を掲げております。

この数値の裏にありますのは、例えばホテ

ルとか旅館の稼働率が、現在県平均で40％程

度なんですけれども、新幹線が既に開業した

ところが43.数％でございまして、そこに追

いついた場合にあるいは追いつくことが不可

欠だということの中で数値を求めていったと

きにこういった数値になりますので、これは

県民挙げてこの数値の実現に向けて取り組ん

でいきたいと考えております。

10ページと11ページが、それぞれの取り組

みでございます。

例えば、10ページの上の方に、戦略Ⅰとし

て、歴史回廊、２のところに、観光素材の商

品化による集客力の向上のところで、熊本の

食の磨き上げによる魅力アップということ

で、例えば食の商談会あたりを頻繁に開きま

して、専門のコンサルあたりから商品化に向

けてのアドバイスを受けたりするような取り

組みをしていきたいと考えております。

また、おもてなしにつきましては、戦略Ⅱ

ですけれども、県民意識あるいは食によるお

もてなし、人材の育成等について取り組みを

書いております。

11ページの上の方に、特に集客に結びつく

取り組みになりますけれども、観光につきま

しては、スポーツ交流、学術交流などの多様

な誘客の促進、それから、９番目として、広

域的な観光圏ということで、九州横軸、南九

州３県連携などについての取り組みを書いて

おります。

さらに、物産と観光が一体となった集客イ

ベントということで、先ほど御指摘のあった

食博などについての取り組みがここに当たる

と思っております。

以上のような取り組みを総動員しまして、

ぜひ数値目標のクリアに当たっていきたいと

いった内容の計画を現在策定中でございま

す。

以上でございます。

○佐藤雅司委員長 次に、報告４について、

企業局からの報告をお願いします。

○中園総務経営課長 12ページをお願いいた

します。

熊本県営有料駐車場あり方検討状況の報告

をいたします。

駐車場事業のあり方検討につきましては、

９月議会の委員会で御説明いたしましたとお

り、調査検討を財団法人地域流通経済研究所

に業務を委託いたしまして、その中で外部委

員で構成する有料駐車場事業検討委員会を立

ち上げております。

検討委員会は、これまで３回開催いたしま

して、市街地における駐車場の動向、公営駐

車場の役割や必要性、民営化の可能性など、

多方面から幅広く検討してきたところでござ

います。

検討状況といたしましては、現時点で駐車



- 20 -

場事業の継続もしくは廃止の判断を下すこと

は拙速であり、県営駐車場を取り巻く環境や

社会情勢の推移を踏まえ、時期を改めて再検

討を行うのが適当と考える旨の意見でありま

して、現在委託先で検討委員会としての最終

報告が取りまとめられておりまして、今後正

式に報告を受けることとなっております。報

告書の提出があり次第、委員の皆様方には報

告させていただきます。

企業局といたしましては、検討委員会の提

言を踏まえまして、今後の有料駐車場事業の

方向性について、２月ごろまでに結論を出す

予定といたしております。

有料駐車場あり方検討状況の報告について

は以上でございますが、ここで１点、資料は

準備いたしておりませんけれども、委員長の

了解を得て、九電との間の基本契約の締結に

ついての御報告をさせていただきます。まだ

正式ではございませんので、資料はございま

せん。

委員の皆様方にも心配をかけておりました

九電と交渉しておりました電力需給に関する

基本契約でございますけれども、12月22日付

で締結をするということで、先週の金曜日夕

方、九電から連絡が入ったところでございま

す。

契約期間でございますけれども、平成22年

４月１日から平成38年３月31日までの16年間

ということで、藤本発電所を含む８つの発電

所との基本契約が締結されるという見込みで

ございます。

平成22年４月以降も、公営電気事業者は、

卸供給事業者として電気事業に基づく総括原

価方式での維持が可能であるということでご

ざいまして、安定した経営が可能であるとい

うふうに考えております。正式に契約を締結

しました折には、委員の皆様方には報告をし

たいと思います。

以上でございます。

○佐藤雅司委員長 以上、１から４までの報

告の説明が終了いたしましたので、質疑を受

けたいと思いますが、まず最初に、先ほど西

岡委員の方から話がありましたそのことにつ

いて、梅本観光物産総室長。

○梅本観光物産総室長 牛深の海中公園につ

いての御指摘でございました。

私も何回も行ったことがありまして、大変

残念に思っておりますけれども、地元からの

相談はございませんでした。

天草につきましては、大変大きな課題があ

ると思っておりまして、観光客誘客に何とか

てこ入れを図らなくちゃいけないということ

で、地元と話しておりますのは、リゾート法

以降初めてとなります法律に基づく観光圏計

画を、国の指定を目指す取り組みをぜひ行い

たいと思っております。

この中に、牛深の振興あるいは各地域の観

光振興についての取り組みを書き込みまし

て、観光庁の大きな支援を受けながら、ぜひ

これをばねにした取り組みができないかなと

思っておりまして、この観光圏指定をできま

すならば年度内にできますように、第２次指

定の申請に間に合うような取り組みをしてい

きたいと考えております。

以上でございます。

○西岡勝成委員 天草市の方には、いろいろ

今相談をしながら、市の方でも何とか助成が

できないか、ソフト、ハードを含めてだと思

いますけれども、そういう新聞報道がなされ

ておりますけれども、県としても、我が国最

初に指定を受けた海中公園でございますの

で、関心を持っていただいて、いろいろ対応

ができる分はぜひ協力しながらやっていただ

きたいと思いますので、よろしくお願い申し

上げます。

○佐藤雅司委員長 それでは、報告の１から
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４まで、それから、その他も含めて今から質

疑を受けたいと思います。何かございません

でしょうか。

○藤川隆夫委員 その他でちょっとよろしい

ですか。

経済産業省の方が、商店街の、恐らく空き

、 、店舗対策だろうと思うんですけれども 医療

福祉との連携を進めているような話をちょっ

と聞くんですけれども、そういうような情報

は入っていますか。

○宮尾商工政策課長 残念ながら、ちょっと

私の方で、本日現在把握しておりません。

○藤川隆夫委員 というのが、実は、健軍商

店街の中で、商店街の理事長さんが、医商連

携の話があるからということで私ちょっと相

談を受けて、どういうような形にするのかな

というのがもう一つ見えなかったもので、ち

ょっと今質問したんですけれども。

○佐藤雅司委員長 そこは調べていただい

て、後で藤川委員の方に報告をお願いしとき

ます。

ほかにございますでしょうか。

○西岡勝成委員 この前、委員会で視察に行

きましたときに、三重県の、あれは第三セク

ターのレストランで、各地域の女性部の人た

ちが交互にレストランで料理をつくっておら

、 、 、れるということを 私 非常にいいことだし

今地域に物産があって、それに歴史、文化が

重なっていろいろな料理があると思うんです

けれども、天草の五和町でも、多分あれは合

併前からやっていたと思うんですけれども、

そういう発表会があるんですね。今も天草市

の中でいろいろ女性部の人たちが集まって家

庭料理の発表会をやっているのを、非常に私

はおもしろいと思うんですけれども、ああい

うものをもうちょっとグレードアップして、

第三セクターなりそういうところで活用して

いったら、今食文化が非常に均一化していま

すので、地域の物産と、まあ地産地消も含め

て形としてなっていくだろうと思いますし、

この条例の中にも食というものを取り上げて

いただいておりますので、ぜひその面にもひ

とつ力を入れていただいて、地域の特色と地

産地消と、まあ歴史、文化というものも含め

ながら、料理の開発といいますか、そういう

ものを進めていただければと思いますので、

よろしくお願い申し上げておきたいと思いま

す。

○佐藤雅司委員長 農商工連携あるいは農政

部の方としっかり連携をしながらという話で

ございますが。

○梅本観光物産総室長 観光地の魅力づくり

として、食の視点を入れ込むということは、

非常に私ども、先ほどの目標値をクリアする

一つの大きな手段だと思っております。そう

いう意味で切り札と思っておりまして、地域

振興部とは、新幹線開業イベントとして大き

く打ち出すイベントを考えると同時に、新幹

線開業とともに継続的に今後食の展開を図っ

ていったらどうかなというようなことも協議

をしておりまして、そういったことに今委員

御指摘の点を結びつけて、ぜひ取り組みたい

と、考えたいと思っております。

○西岡勝成委員 よろしくお願いします。

○佐藤雅司委員長 その他も結構でございま

すが。

○鎌田聡委員 報告事項で、保証協会の求償

権放棄に関する取り扱いということでござい

ます。

これは、私もちょっと十分に勉強しており
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ませんが、今求償権ということで、保証協会

が中小企業にできる代位弁済に対して、請求

している額というのは幾らなんですか。

○藤吉経営金融課長 額、トータル……

○鎌田聡委員 トータル。

○藤吉経営金融課長 ちょっとお待ちくださ

い。

○佐藤雅司委員長 すぐわかりますか。わか

らなければ、ちょっと後で……

○藤吉経営金融課長 じゃあ、後ほどでよろ

しゅうございますか。

○鎌田聡委員 要は、この分が、再生計画が

立てられたら放棄ができますよという扱いに

なるんですよね。だから、以前のやつがどう

。 、なるのかというのが少しちょっと…… 今後

今から発生する求償権が放棄されるのか、今

まであった求償権が放棄されるのか、どうな

んですか。

○藤吉経営金融課長 以前の分も含まれまし

たところの求償権、その中で、中小企業再生

支援協議会等での再生計画の中で――ほかの

金融機関あたりの債務もございますので、そ

ういった中で債務を圧縮すれば事業再生につ

ながるというふうな状況があれば、そこで保

証協会の方も放棄をしていくと、協力してい

くという形になるというふうな状況になりま

す。

○鎌田聡委員 わかりました。またこれは条

例が提案されるということですから、またそ

のときにいろいろと私も勉強してお尋ねをし

たいと思います。

それと、もう１点いいですか。

信用保証協会の保証枠の拡大で、10月30日

以降ですか、非常に申し込みが――原油高関

連の業種拡大と貸し付けの申し込みが殺到し

たというようなことをお伺いしておりますけ

れども、結局、あれは融資が何件で、あとど

のくらい申し込みが残っているんでしょう

か。現状をちょっと教えていただきたいと思

います。

○佐藤雅司委員長 現状とこれからの見通

し、わかる範囲内で、藤好経営金融課長。

○藤吉経営金融課長 保証協会のところで、

今12月10日現在のデータをちょっと教えても

らっておりますけれども、保証承諾件数とし

ては2,900件ほど、補償額としましては593億

ほどが今保証承諾というふうな状況になって

おりまして、10月31日からスタート――その

前から事前協議という形で、その累積で１万

4,000件ほどございますので、まだ保証件数

ないし承諾数とも、また今後とも伸びるとい

うふうに考えております。

○鎌田聡委員 未処理で2,900だから、これ

は５分の１というか、そのぐらいしかまだ件

数がいっていないのか、承諾できずにこれに

なっているのかというのは、どっちなんです

かね。

○藤吉経営金融課長 審査が終わった後に返

答した分も当然含まれております。

○佐藤雅司委員長 現在進行中のやつもかな

りあるということですね。

○藤吉経営金融課長 そうですね。

○鎌田聡委員 承諾できなかったというのが

どのくらいかわかりますか。
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○藤吉経営金融課長 済みません、そこまで

まだデータをちょっとつかんでおりません。

○佐藤雅司委員長 じゃあ、それも含めて、

できるだけ早く鎌田委員の方にひとつ報告を

お願いしたいと思います。よございますか。

○鎌田聡委員 いいですかね。

○藤吉経営金融課長 はい。

○鎌田聡委員 非常に件数も多くて大変だと

思いますけれども、要は、年末を控えて、非

常にやっぱり厳しいところが申し込んでいる

はずなんですね。ですから、そういう厳しい

ところはなかなか承諾されていないところも

お伺いをしております。ただ、そういった承

諾できないところにも柔軟に対応するのが今

回の制度でもないのかなという、いろいろ考

え方はあると思います。やたら貸して焦げつ

きがまた膨らむことがどうなのかということ

がありますけれども、少しそういった柔軟性

とスピード感、これを持って対応していただ

くようにお願いをしたいと思います。

それと、もういっちょいいですか。

県営有料駐車場についてということで検討

状況が出されておりますが、少し内容を見て

みないとわかりませんけれども、現時点で継

続もしくは廃止の判断を下すことが拙速とい

うことの大きな理由はどういうことなのでし

ょうか。

○中園総務経営課長 県営の有料駐車場事業

は、昭和55年に、当時周辺は非常に交通渋滞

、 。 、が進んでいたと 駐車場不足ですね それに

県有地の有効活用であるとか、あるいは地元

から駐車場として経営をしてほしいというよ

うなこともございました。

以来、今日まで、28年間の収支を見てみま

すと、当初２年間だけ赤字で、後はずっと黒

字ということでございます。平均すると、大

体純益は7,300万ほどございます。現在も経

営は安定しております。利益率が60％近くと

いうことで、一方で、確かに一番ピークに比

べると、大体収益というのは６割程度に落ち

ておりますので、周辺のコイン式のパーキン

グであるとか、また大型の駐車場が周辺にご

ざいます。そういった中で、民営化の可能性

も含めて今回検討をいたしました。

ただ、今100年に１度の大不況ということ

も言われておりますし、仮に民営化を含めて

検討しても、なかなか引き受け先がないので

はないかというようなこともございます。経

営が安定している中で、民営化の可能性も含

めて検討した結果、判断をするのはまだ早い

ということで、またこれは報告をいたします

けれども、大体2014～2015年ぐらいをめどに

もう一度あり方の検討をしたらどうかという

ような提言をいただくということになってお

ります。

○佐藤雅司委員長 厳しい経済状況ではあり

ますけれども、黒字だから今民間の引き受け

手があるんじゃないですか。赤字だったらな

いけれども、その理屈はいかがですか。

○中園総務経営課長 先ほど申しましたよう

に、確かに赤字になってから売却するとなる

と、非常に不利であることはたしかでござい

ます。ただ、今、土地と建物を含めて、簿価

が大体15億程度でございますけれども、仮に

駐車場としてこれを民間譲渡する場合、大体

。 、10億程度の自己資本が必要であると 私ども

公営でございますから、今税金がかかってい

ないということですね。これを民営化した場

合は、税金がかかってきますので、かなり厳

しいということがあると思うんです。

ただ、私どもも、確かにきちっともうけを

いたしておりまして、建設費はもう回収して

おりますし、また、一般会計からの土地も、
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平成14年度に11億程度で購入をいたしており

ます。現在も内部留保資金が５～６億ござい

ますけれども、その辺も含めて、ちょっと本

当に今譲渡するのかあるいは続けるのかとい

うことも含めて提言をいただいた後に、２月

ごろまでに今後については検討をしてまいり

たいというふうに考えております。

○鎌田聡委員 今後はまた企業局内部で議論

されるということですから、またそれに向け

て私も議論をしていきたいと思いますけれど

、 、 、も やはり企業局が 現在の社会情勢の中で

町中の駐車場の状況とか含めて、いつまでも

やることが妥当なのかということも含めてや

っていかなきゃならないと思いますし、検討

委員会の３回の会議で、現時点での判断を下

すことが拙速というような結論に至った状況

も、少しまだ見えない部分もあります。

急いで結論を出さないかぬという話が、た

しか耐震の補強工事を何か控えているという

話だったと思うんですよ。ですから、それで

また投資するよりも、やっぱり民営化してど

こかへ売却するという、そういった選択があ

って急いでいたんじゃないかと思いますけれ

ども、その点はどうなんですか。

○中園総務経営課長 実は、第１回目のあり

方検討を平成14年にいたしております。その

あり方の１回目の検討を踏まえての今回の検

討でございましたが、確かに３回ということ

で、そういった１回目を踏まえて、３回であ

っても十分な審議ができたというふうに考え

ております。

１回目も、民営化については見送りをいた

しましたけれども、減価償却期間が終了する

平成22年度をめどにあり方検討をすべきであ

るというような提言をいただいておりました

けれども、今委員御指摘のように、19年度に

耐震診断をしたところ、特定施設としては補

強工事をすべきであるということでございま

した。そういったことで、手戻りがないよう

に２年前倒しであり方検討をしたということ

でございます。

○佐藤雅司委員長 その点については、また

提案があってから具体的な審議を深めていけ

ればというふうに思いますけれども。

ほかに。

、 、○早田順一委員 その他なんですが この間

経済常任委員会で大阪事務所の方々ともお会

いをさせていただきまして、福岡事務所も近

いですから行ってみたいなという気もござい

、 、ますけれども 今から観光立県ということで

そういった大阪、福岡から職員さんたちが肌

で感じられてこの熊本を見られるということ

は、非常に大きなものがあるかと思います。

そういった各事務所での１年間の報告とい

いますか、報告並びに自己評価とか、そうい

うものはやっぱり年に一遍ぐらいはされてい

るんでしょうか。

○宮尾商工政策課長 県外事務所の場合、地

域振興局も一緒にございますけれども、年度

初めに全部集まりまして、当該年度の重点的

な取り組みといったものを、県の幹部がそろ

いまして説明する機会がございます。

また、毎年度の事業執行につきましては、

大阪事務所、福岡事務所に関しましては、私

ども商工政策課の方が所管課でございますの

で、そこに活動状況を上げていただくといい

ますか、報告していただくことにしておりま

すが、両所長とも、私の方で直接連絡をとり

ながら、逐次いろんな情報というものは上げ

ております。

例えば、大阪事務所にしましても福岡事務

所にしましても、商工関係だけではない事業

もございますので、その辺も含めて、逐次上

げていただくようにはお願いしておるところ

でございます。
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○早田順一委員 自己評価というのも非常に

大事なことだというふうに思っております。

これから、ここにも目標で宿泊者数とかいろ

いろ高い目標を先ほど示されたと書いてあり

、 、ますけれども そういったことも考えますと

やはり出先機関での活躍というのは大いに期

待するところがございますので、やっぱり自

、 、分たちが１年活動をして それを評価をする

これはいい、これは悪かった、もうちょっと

したがいいとか、これは成功したなとか、そ

ういう自己評価というものをそれぞれの事務

所でしていただいて、こっちの方にやっぱり

報告をしてもらうというのも本当に大事なこ

とだろうと思いますので、ぜひ御検討いただ

きたいと思います。

○佐藤雅司委員長 先般の調査につきまして

は、本当に委員の皆さん方も御苦労だったと

思います。課題も見えてきておるというふう

に思いますので、そうした課題について議論

が深まったならば、ぜひこの委員会にも御報

告をお願いしたいというふうに思いますの

で。

この件はそれで、早田委員、よございます

か。

○早田順一委員 はい。

○佐藤雅司委員長 それじゃ、ほかにござい

ませんか。

○溝口幸治副委員長 その他ですが、先ほど

鎌田委員の方から緊急保証制度についての御

質問がありまして、12月10日現在で2,900件

が決定していると、貸し出しで593億という

ようなお話がありました。

熊本県の場合、全国に先駆けて取り組みが

進んでいるということも聞いていますし、保

証協会の方でも真摯に対応していただいてい

るという報告を聞いているところであります

が、やっぱり中小企業、申し込んだ中には、

申し込んだ金額の希望どおりにいかなかった

あるいは貸し出しができなかったというよう

な企業もあるようでございます。

もちろん、政府も、これから２次補正ある

いは来年度の予算の中で、続けてこういう融

資制度についても手を打ってきていただける

んだろうと思いますが、私が現場を回ってみ

て中小企業あるいは小規模事業者を見る中

で、国がこういう制度をやるけれども、それ

になかなか到達できない、いわゆる国とすき

間というか、そういうのが出てきているよう

な気がするんですね。

例えば、さっきの雇用の話もそうですけれ

ども、たしか社宅があるところには社宅を、

やめた人に貸すときには政府は補助するんだ

みたいな政策が、この前麻生総理の記者会見

の中では出ていましたけれども、例えば中小

企業や小規模事業者で社宅を持っているよう

なところはないんですが、５人、10人雇って

いるところでも、もう人を切らないかぬとい

う状況にだんだん追い込まれてきています。

そこは、そういう社宅はないけれども、雇用

を維持するためには、やっぱり融資制度とい

うものが非常に大事になってくるんですね。

そこで、執行部では、既に21年度予算に向

けて予算要求もされていますし、金融のメニ

ューというものも、恐らく例年と同じような

メニューを提出されているんだろうと思いま

すが、100年に１度の金融危機と言われてい

る今日、やっぱりこの県が持っている金融制

度というものの見直しというものは必要だろ

うと思いますし、予算の要求された時期と今

の時期じゃ劇的に環境の変化もあっています

ので、ここはやっぱり臨機応変に対応する必

要があるんだろうと思います。

そこで、この辺は――こういう公の席で言

っていいのかどうかわかりませんが、県とし

、 、 、ては 少々焦げついても リスクを負っても
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やっぱり中小企業、小規模事業者を助けるた

めに貸し出しをしていく、あるいはほかの商

工政策課あたりのメニューでも、小規模事業

者なんかに対してしっかり支援をしていくと

いうことをここでやっとかないと、いわゆる

小規模事業者、中小企業が倒産や廃業に追い

込まれていくと。商店街を形成している中小

企業、小規模事業者の方々がやっぱり活力が

なくなっていくと、その地域全体の活力が失

われていく結果になりますので、ここは手を

打つのは機をとらえてしっかり打っとかない

、 、と 結果的に倒産して廃業してしまった後に

ああ県ももうちょっとやっとけばよかったと

いうような後悔をするおそれがあると思いま

すので、この辺はよく商工観光労働部で組織

的に時期をとらえて、新年度予算に盛り込ま

れるのかどうかわかりませんが、補正で対応

できるのかどうかわかりませんが、その辺も

柔軟的に対応していく姿勢というものが非常

に必要な時期だというふうに感じていますの

で、商工観光労働部長に意気込みというか、

今私が言ったようなことに対して、お考えを

お聞かせいただきたいと思います。

、 。○佐藤雅司委員長 決意を じゃあ島田部長

○島田商工観光労働部長 現在の雇用状況、

経営状況、大変厳しいというのは、先ほども

申し上げましたように、十分認識をいたして

おりまして、もちろんこれは商工観光労働部

が中心になるわけでございますけれども、し

かし、これはなかなか商工観光労働部だけで

も対応できないということで、先ほど申し上

げましたように、18日には知事を本部長にし

て雇用対策本部も立ち上げる、そして、全庁

的にこれは対応していきたいと思っておりま

す。

それと、今御案内のとおりで、国の方から

も第２次補正としてかなりの、例えばふるさ

と雇用創生事業とか、または生活活性化の交

付金とかがかなり交付をされるということに

なってきます。これは、ぜひ、これらの国の

対策と十分連携をしながら、効果的なやり方

をぎりぎりまで検討していきたいと思ってお

りますし、さらには、それが出るまで、じゃ

あ県が何かつなぎ的に、先ほどおっしゃった

ように、国と県のすき間みたいなのが何か全

庁的に埋めれることができるのかどうか、そ

ういうことも十分全庁挙げて取り組んでいき

たいと思っております。

○溝口幸治副委員長 お気持ちはよくわかり

ましたが、商工観光労働部だけではなかなか

難しいという話もありましたけれども、ここ

でやっぱり商工団体をフルに活用せないかぬ

と思うですね。やっぱりあれだけの補助金を

しっかり手当をして出すわけですから、商工

会議所、商工会に、やっぱりここはしっかり

地域経済を守るという観点から、フルにやっ

ぱり活動をしていただかないかぬと思います

から、まあ異例かもしれませんが、商工会議

所や商工会の会頭や役員の方々にお集まりい

ただいて、県と協力してやっていこうなんて

、 、いうのも ぜひやっぱり知事あたりを先頭に

そういったセレモニー的なものも必要だと思

いますので、ぜひ御検討をお願いしたいと思

います。

○佐藤雅司委員長 そこはしっかりやってい

ただきたいと思います。

ほかにございませんでしょうか。

○増永慎一郎委員 委員会からの意見書提出

について、ちょっと提案をしたいというふう

に思います。

先ほどよりいろんな意見がございますが、

雇用対策の速やかな実施を求める意見書につ

いてでございます。

米国発の世界的な金融の危機で、景気後退

をしております。日本でも、産業を代表する
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自動車や半導体を中心とする製造業について

も、大幅な減産を強いられ、派遣労働者や非

正規労働者の解雇や雇いどめに関する報道が

毎日のようになされております。

本県においても、先ほどから新卒者の内定

取り消しの話とか非正規労働者、また正社員

まで雇用調整を行わざるを得ない状況に向か

うことが懸念されております。

このような状況を受けまして、総合的な経

済金融対策により、できるだけ早期の経済再

生につなぎ、雇用対策の速やかな実施を求め

る意見書を国に対して提出することとし、こ

の議案を本委員会から提出していただきたい

と考えておりますが、いかがでしょうか。

○佐藤雅司委員長 今、本委員会から意見書

を提出していただきたいという御提案があり

ましたけれども、それじゃただいまからその

案を配付いたしますので、見ていただきたい

と思います。

（事務局意見書(案)配付)

○佐藤雅司委員長 今の趣旨説明で賛成とい

う声もいただいたわけでございますけれど

も、大体中身は今御説明があったとおりでご

ざいます。文言等の誤字脱字あるいはいろん

な思いがありましたならば言っていただきた

いというふうに思いますけれども、委員会の

提出議案として本会議に提出をさせていただ

きたいというふうに思いますが、御異議あり

ませんでしょうか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり)「

○佐藤雅司委員長 じゃあ、御異議ないよう

でございますので、この意見書(案)を議案と

して提出することに決定をいたします。

、 。ほかに この中でございませんでしょうか

――なければ、陳情・要望書等についてでご

ざいますが、お手元の一覧表のとおり、要望

書１件、提案書１件が提出されておりますの

で、参考としてお手元に写しを配付しており

ます。

、 、それでは 次第６についてほかになければ

ここで昼食のため休憩したいと思います。

午後１時から、引き続き審議を行いたいと

思いますが、議題に関する関係者のみ出席を

予定しておりますので、委員の皆様におかれ

ましては、よろしくお願い申し上げたいと思

います。

午前11時48分休憩

午後１時１分開議

○佐藤雅司委員長 休憩前に引き続き委員会

を開きます。

本委員会では、荒瀬ダムについて、担当所

管の企業局から、ダム継続または撤去の費用

等、財政面から詳細な資料で説明を受けてき

たところでございます。今議会冒頭の提案理

由説明時及び一般質問などにおいて知事から

説明等がなされてきたところでございます

が、本委員会において知事から説明を受けた

いと思います。なお、説明を受けた後、質疑

を行いたいと存じます。

それでは、蒲島郁夫知事。

○蒲島知事 経済常任委員会に出席の機会を

賜り、まことにありがとうございます。

６月４日に荒瀬ダム撤去方針の凍結を発表

して以来、皆様方には大変御心配をおかけし

まして、申しわけありません。

この半年の間、企業局における再検討に加

えて、庁内プロジェクトチームを設置し、幅

広く検証を行いました。私自身も、地元の皆

様とお会いし、お話を伺う中で、この荒瀬ダ

ムの問題が、単にダムの存否にとどまらず、

危機的な状況にある県財政の再建、ダム設置

以来、荒瀬ダムの影響で深刻な被害に見舞わ

れてきた地元住民の方々の苦しみ、漁業者の

方々の漁場再生の思い、球磨川のみならず八

代海に至る環境への影響の懸念など、さまざ

まな問題を内包している複雑な難しさを感じ

る問題であることを、今度改めて感じた次第
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です。

そして、先月27日、深刻な財政危機にある

本県の現状では、撤去や開門調査を選択する

ことは難しく、荒瀬ダムを存続することが最

も妥当であるという判断を公表いたしまし

た。

今定例本会議においては、地元の方々や漁

業者の方々を初め、多くの県民の声を代弁す

る多数の御質問をいただき、私も、県民の方

々に私の思いが伝わりますよう答弁に努めた

つもりです。

本委員会におきましても、議論を尽くして

いただき、県民の方々の御理解が深まります

ことを期待しておりますので、よろしくお願

い申し上げます。

○佐藤雅司委員長 以上で説明が終わりまし

たので、ただいまから質疑を受けたいと思い

ます。質疑はありませんか。

○鎌田聡委員 今、知事の説明の中で、庁内

ＰＴで幅広く検証とありましたが、本会議の

中でも、環境問題だとか水産業に与える影響

だとか、こういった専門分野が所管する部が

入っていないというような指摘もありまし

た。そういう意味合いにおいて、幅広く検証

ということにはならないと思いますけれど

も、もうそれは十分その分はやったという判

断でしょうか、知事は。

○蒲島知事 この庁内のＰＴのもともとの理

由といいますのは、これまで企業局内部で行

われた積算、それから議論、それが少し数字

が変わっていくとかあるいはいろんな問題が

あるというふうに感じましたので、これはも

う少し庁内全部で検討すべき問題ではないか

ということで、さまざまな担当者を入れて議

論をしたものです。

、 、この庁内プロジェクトチームは 私自身は

本当によくやってくださったと思うし、それ

から、幅広く議論が展開されたと思っていま

す。それによって数字は変わりましたけれど

、 。も この変わった数字は信頼すべきものです

それから、幅広くという意味では、先ほど

環境生活部であるとか農林水産部のことが本

会議の中で出ましたけれども、この議論も、

ＰＴの中に直接委員としては入っていなくて

も、それをヒアリングする形で入っておりま

すので、それも私は、幅広くこの企業局を超

えた形、県庁の持っているキャパシティーの

中で、最高のメンバーで幅広く議論が行われ

たものと確信しております。

○鎌田聡委員 かなり賞賛をされますけれど

も、ただ、環境への影響だとか水産業への影

響、ここについては結局はわからないという

ＰＴ報告なんですよね。ですから、その分に

対して、きちんとやっぱりどうしていくのか

という説明責任というのは、どう果たしてい

かれるおつもりでしょうか。

○蒲島知事 このダムがあることによって、

何らかの影響、それも悪影響があることはわ

かります。直観的にわかっていることは、今

までも明らかにされたものです。しかしなが

ら、荒瀬ダムの影響がどのくらいあるのか、

それから、荒瀬ダムによってどのくらいの負

の影響があるのか、あるいは荒瀬ダムを撤去

することによって、どのくらいの時間にどの

、 、くらいの影響があるのかということを 私は

私自身も学者をやっていますのでわかります

が、今の状況でそれを明らかにすることは不

可能です。

なぜかというと、これは実験とコントロー

ルという２つの形がありますけれども、荒瀬

ダムがあるかどうかの影響は、荒瀬ダムを撤

去して、その何十年にわたる影響の結果を見

て初めてその荒瀬ダムの影響がわかるもので

す。だから、科学的に言うと、これは厳密な

意味で荒瀬ダムの影響がこれだけありますと
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いうことを言うことは不可能です。

ただ、そうではなくて、負の影響があるで

あろうというのは直感的にはみんなが感じて

いるところです。そういう意味では、今現状

でこれを論ずるに値する十分なデータがない

というこれまでの議論は、私は納得できるも

のです。

しかしながら、この荒瀬ダムの現在あるこ

とによる負の影響を、最大限これを最小化す

るということはできると思います。例えば、

球磨川ダム湖の継続的な管掌をすることによ

る泥土の処理、それから騒音、振動などの対

応、それから環境改善に向けた短期的なさま

ざまな方策ができます。

ただ、そこで長期的に荒瀬ダムの影響はこ

れだけあるということをこのＰＴに反映する

ということ、それは私は科学的にはできない

と思っていますので、そのような形で今回Ｐ

Ｔに対しての環境生活部からのコメントがあ

ったというのは納得できるものです。

、 、だから マイナスの負荷は否定できないが

十分なデータはできないと。しかし、これか

ら最小限の負荷にするためにどういうことが

できるかということについての忠告は受けま

した。それが泥土除去であるとかアオコの除

去、これを今まで以上に取り組むということ

と、それから、１年の一定期間は、水門を全

開して放流して水質改善に取り組むと、それ

を踏まえながらデータを集めていくという、

とてもそういう意味では地道な努力が必要か

なと思っています。

○佐藤雅司委員長 今、ＰＴの構成、それか

らＰＴの精度、それから環境の問題を知事か

らお伺いしました。その関連で、少しほかの

委員の先生方からもちょっとお聞きしたいと

思いますけれども。

○西岡勝成委員 私も環境面についてお尋ね

をいたしたいのですが、平成15年に、要する

に自民党の荒瀬ダムのＰＴの中で我々が議論

したのは、環境面のウエートは非常に大きか

ったと思います。それは、ちょうど有明海、

八代海で異変が起きておりました時期でもあ

りましたので。

そこで、先ほどの質問と重なるかもしれま

せんけれども、環境というのは、非常にこれ

は何年たっても、正直言ってその価値という

のは、幾らの影響が出るなんていうのは出て

、 、こないと思うんですけれども 愛知県ですか

一色干拓でもいろいろな試算をされておりま

すけれども、今県が費用負担のことをいろい

ろ金額的に言われておりますけれども、それ

以上に私は将来に向かって――まあ荒瀬ばか

りじゃないけれども、瀬戸石もありますので

一概に荒瀬だけとは言えませんけれども、特

に下流域のダムというのは大きな影響がある

と。

それで、知事も御存じだと思いますけれど

も、森は海の恋人という、森と海を結ぶ赤い

線が私は河川だと思っているんですね。それ

が途中で分断されているということでの影響

というのは、ものすごいものがあると思うん

ですけれども、当時、有明・八代沿岸域とい

うような、研究会といいますか、組織的に学

、 。者の先生方 県立大学の先生もおられました

私は、県議会の代表としてその専門委員会に

所属をしておりましたけれども、その中でも

やっぱり河川からの、要するに土砂とか砂の

、 、供給がなくなってきておると 特に球磨川は

八代海における唯一の１級河川であることか

らも、その影響は非常に大きいという話があ

りましたけれども、今度知事が判断されるに

当たって、同じ県庁の中でその専門部会も設

けて、有明海、八代海の専門部会の中でいろ

いろな議論をする――こんな分厚い報告書も

出ておりますけれども、そういうものに対し

ての相談とか、そういうのは決定される段階

でされたのだろうかと。
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○蒲島知事 荒瀬ダムの撤去凍結表明後、環

境生活部長に対して、環境の側面から企業局

、 。と連携 協力するように指示をいたしました

そして、６月以降、荒瀬ダムに関しては、企

業局主催による庁内連絡会議や関係課長会議

に環境生活部からも出席し、また、10月に庁

内プロジェクトチームが立ち上げられました

けれども、環境生活部からも、ＰＴの報告書

の作成に向けて部内での検討があったと言っ

ております。そういう意味では、環境の視点

から、環境生活部からのさまざまなアドバイ

ス、それからコメントがあったということを

知っております。

このＰＴの報告に当たっての環境生活部の

基本的な姿勢は、第１に、ダムは河川や海域

環境に一定の負荷をかけること、これは先ほ

。 、 、ども言ったように それから 第２点として

球磨川や八代海域の環境に水産資源などは引

き続き保全や改善が必要な段階であり、環境

対策を最大限に講じていく必要があることと

いう認識も示されています。

このような認識の中で、荒瀬ダムの環境へ

の影響やその対策を明らかにするためには、

これまでの調査研究の成果や現在国や県が取

り組んでいる定期的な調査に加えて、河川か

らの土砂供給状況、赤潮などの要因であるそ

のような水温、潮流などの海の状況や気象状

況、さらには長期にわたるさまざまな変化に

ついて、検証を行う必要があるというふうに

考えていることをアドバイスを受けました。

それで、そういうさまざまなアドバイスを環

境生活部から、このＰＴ、それから企業局に

おけるコメントをいただいております。

そういう意味で、お答えを端的に言います

と、指示をして、それに対して環境生活部が

それらに答えているというふうに思います。

それから、先ほどの八代海海域調査委員会

報告書、それから、有明海・八代海総合調査

評価委員会での専門家によるさまざまな調査

や検討の内容、さらには、その他の既存の調

査資料なども参考にしているということで

す。

○西岡勝成委員 参考にされた上で継続を知

事としては判断されたわけですけれども、こ

の前も環境対策特別委員会でも、海域、流域

の環境を考えた場合、荒瀬だけじゃなくて、

瀬戸石のことも含めて、我々は、15年のとき

には、そのことも含めてちょっと議論をして

おりますけれども、まあ県に関係ないといえ

ば関係ない電源開発が経営をいたしておりま

す瀬戸石についても、やっぱり知事みずから

いろいろ話す機会を持たれて、環境対策を特

に進めていただくような方策をとっていただ

かないと、やはり漁民の皆さん方の、また流

域の水産関係の皆さん方の、また環境に対す

る関心を持っておられる方々のお気持ちとい

うのは、なかなかやっぱり解きほぐせないん

じゃないかというような気持ちがいたします

ので、その辺は覆砂事業、水質を含めて、十

分にできる限りの環境対策をやっていただき

たいと思いますし、また調査も進めていただ

きたい。

海は、今アサリは非常に高い値段がついて

おりますけれども、熊本県の経済の一翼をア

サリは昔は担っていたわけですね。それがい

ろいろな要因で激減をいたしておりますけれ

ども、これが回復すると、それはもうこのよ

うな10億とか20億の話じゃないと思うんです

ね。そういう意味でも、ぜひひとつ環境対策

には、漁業振興を含めて力を入れていただき

ますようにお願いをいたしたいと思います。

○佐藤雅司委員長 環境対策について、今要

望も含めて西岡委員からありましたので、そ

の辺、知事、具体的に、できるだけ具体的な

話をしてください。

○蒲島知事 それじゃ、具体的にお答えしま

す。
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まず、ダムの影響は、マイナスの影響があ

るんだということは認識しております。そし

て、それを認識した上で、このダムによる負

の影響を最小化するために、最大限の努力を

したいというふうに思います。それは、先ほ

どの土砂の流入のものを含め、それから、泥

土、異臭、騒音、振動などの対応、それから

浸水対策、そういうものを含めて最大限の努

。 、力をして負の影響を最小化すると その上で

今西岡先生がおっしゃった水産業対策、例え

ば、河口の稚アユをとらえてダムの上流等に

放流する事業、それから、稚アユを購入して

放流する事業、それプラス今後は、アユが川

を下る時期に合わせたゲート開放、これはぜ

ひ瀬戸石ダムとも共同でお願いしたいと思っ

ています。それから、稚アユ放流尾数をもう

少しふやすと。それから、生息の場、産卵の

場の造成を支援、そして、それをふやす。

それから、八代海においては、現在22年度

までの覆砂事業が行われていますけれども、

それを今後も継続していくと。それから、藻

場の造成事業、魚介類の種苗放流事業への支

援、それから漁業者の方々の意見、要望をし

っかり受けとめてさまざまな対応を実施する

と。

地元対策としては、旧坂本村、鎌瀬地区、

その道路や宅地のかさ上げ、浸水対策を行う

と。そのほかの対策も、丁寧な説明を行いな

がら、地域の意見、要望を受けとめて、八代

市と早急に協議の場を設けたいというのが具

体策でございます。

○佐藤雅司委員長 ほかに。

○溝口幸治副委員長 今、稚アユの放流をし

っかりやっていくというお話がありました

が、具体的に、じゃあ21年度予算にどのよう

に反映をされていくのか。今、稚アユの放流

は、球磨川漁協や流域の建設業の方々の自主

的な放流も含め、県もいろいろお手伝いをさ

れているところでありますが、これ以上にや

っていくということを今おっしゃっていまし

たが、具体的に、予算的なものも含めて、ど

のようにお考えなのかお聞かせください。

○蒲島知事 予算的なものについては、田嶋

課長の方から正確に伝えたいと思います。

○溝口幸治副委員長 ちょっといいですか。

、 、もっと具体的に言うと 知事の御発言では

いわゆるダムから得られてくる利益でそうい

った地域貢献や稚アユの放流なんかやってい

、 、くんだというお話がありましたので これは

企業局の会計で今おっしゃった稚アユの放流

とかはしっかり対応していくのか、それとも

一般会計の中で対応していくのか、その辺も

含めて具体的にお答えをいただきたいと思い

ます。

○中園総務経営課長 現在、球磨川河口産の

稚アユの放流、これは昭和29年の漁業補償で

600万、これは当時から全然変わっておりま

せんけれども、球磨川漁協の方に委託をして

球磨川産の河口の稚アユを放流していると。

それプラス、昭和49年から、今は450万でご

ざいますけれども、ほかのところから購入し

た稚アユをまた放流する事業をやっていま

す。合わせて1,050万でございます。

継続ということになりましたので、今後、

その辺を企業局の会計として、球磨川漁協と

の間で交渉しながら、21年度予算に反映して

いきたいというように考えております。

○溝口幸治副委員長 ここは――まあ協議も

必要ですが、球磨川漁協に委託するんじゃな

くて、県独自でやっぱりやっていくというこ

とをやっとかないと、県がやっているという

姿がなかなか住民の方々に見えませんので、

そこは県独自で取り組んでいくということを

要望しておきます。
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○佐藤雅司委員長 要望でよかですね。

○藤川隆夫委員 今、知事の方から、まあ一

般質問でもあったのですけれども、ゲートを

一時あけて、ちょうどアユの産卵時期に合わ

せてゲート開門して調査すると。当然、これ

は環境の調査も含まれているというふうに思

うんですけれども、時期的にはどの程度の期

間を考えられているのかということと、当然

電源開発と協力してという話が出ておりまし

たけれども、その部分も含めてお話しいただ

ければ。

○蒲島知事 まず、私が今言ったアユ、２つ

意味があると思うんですけれども、冬場の開

門放流、これは数カ月を今予定しています。

もう１つ、アユが川を下る時期に合わせたゲ

ート開放というのは、これはそれとは別に、

アユが川を下る時期に、これは荒瀬だけでや

っても何の意味もありませんので、瀬戸石を

含めた、そういう一挙に開放できないかとい

うことも検討中です。

それから、今、冬場のケースは、済みませ

ん。

○福原工務課長 冬場の荒瀬ダムの水位の低

下でございますけれども、現在は１月から２

月にかけて水位を低下して、泥土の除去、そ

れから護岸の補修等をやってきたところでご

ざいます。

今後につきましては、アユが下るのに合わ

せて、もう少し早い時期ということで、11月

の初めぐらいから水位を下げて、そういうア

ユの下降に努力できないかというふうに考え

ているところです。

これに対しましては、海の漁協の方でノリ

の種つけということと、ちょっと時期等で今

年度うまく調整ができなかったということが

ありますけれども、来年度につきましては、

早い時期から海の漁協さん、それから球磨川

漁協さん、双方と協議をしながら、できるだ

け早い時期にそういう対応をとっていきたい

というふうに考えているところでございま

す。

○藤川隆夫委員 今の話でわかったんですけ

れども、電源開発の協力、あの数カ月あける

ときに当然水位は下がって、そのときの調整

を瀬戸石の方で一部しなきゃいけないと思う

んですけれども、前回の質問のときに、瀬戸

石の方で、ある意味でシステムとか何かも考

えながら変えていかなきゃいけない部分があ

るというような、委員会でたしか答弁をいた

だいたと思うんですけれども、その付近はも

う既に話は向こうにはしてあるんだろうな

と。

○福原工務課長 ことしのことがございまし

たので、その反省ということで、先日、電源

開発の方と打ち合わせをしております。それ

で、電源開発につきましても、一緒にそうい

う水位低下の時期を合わせてやっていこうと

いうことで、漁協さんとも協議しながらやっ

ていこうことで話をしたところでございま

す。

○増永慎一郎委員 川辺川ダムを白紙撤回さ

れたときに、知事、球磨川を宝というふうな

形で表現されていたというふうに思います。

意外にも、私は地元じゃないからよくわかり

ませんが、環境に配慮して川辺川ダムをつく

らないということで、これは県の事情もござ

いますので、荒瀬ダムをそのまま継続という

形にされたのですが、今話が出ていましたけ

れども、瀬戸石ダムとか、この前ちょっと話

題になったのですが、環境対策特別委員会の

、 、 、ときに 上流の市房ダム それから遥拝堰等

これは球磨川の中にあるすべて水を遮るもの

でございます。そういったことに対しての、
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この先環境に配慮する何か対策等は、県の方

としては全体的に考えられているんでしょう

か。

○佐藤雅司委員長 今荒瀬について議論をし

ているわけですが、そうした球磨川全体のこ

とについてもやっぱり関連があるということ

なのですけれども、あんまり議論が広くなる

と焦点が絞れなくなりますが、今増永委員の

方から質問がありました事柄、全体的なこと

を知事の方からお願いしたいと思います。

○蒲島知事 球磨川は宝ということは、私が

９月11日の声明文でも言いましたし、それか

ら、これはほとんどの熊本県民の方も同意さ

れることと思います。そういう意味からいう

と、この川辺川ダムと、それから今話題にな

っている瀬戸石ダム、それから市房ダム、そ

して荒瀬ダム、それは一連の流れの中に、こ

の宝の中にあります。ただ、今回の問題は、

既にあるダムをどうするかという問題であり

まして、これからつくるということよりも、

これから今あるダムとどうつき合っていくか

と。

今回、これほどの財政難というのは想像以

上だったし、それから、今百年に一回という

大きな金融危機の中にあります。少しでも財

政的な問題点を、マイナスの要因を摘んでお

きたいと。将来的に、これは未来永劫に続け

るということじゃありませんけれども、この

荒瀬問題に関しては、球磨川は宝であるとい

うことを思いつつ、そして、今の状況よりも

最大限、そして極限まで頑張って地域と川の

共生を図っていって、そういうことを図りな

がら、この球磨川と共生、球磨川は宝だとい

うこととやはり共生していきたいと思ってい

ます。

○佐藤雅司委員長 増永委員、よろしゅうご

ざいますか。

○増永慎一郎委員 はい。

○佐藤雅司委員長 ほかに。

○鎌田聡委員 撤去費用の中身については、

この前少し、道路かさ上げの費用だとか護岸

補修の費用が撤去の方の費用に含まれている

のはいかがなものかというお話は委員会でさ

せていただきましたが、実際、ＰＴの中でこ

の92億円という額が出てきましたが、知事は

本会議の中で、いろいろな――４つぐらいの

条件でしたか、整えば撤去したいとおっしゃ

いましたが、その撤去したいという気持ちは

変わらないんですかね。

○蒲島知事 ４つの条件が整えば撤去したい

と思っています。

その４つの条件は、１つは、撤去に伴う資

、 、金の確保 それから撤去による危険性の除去

それから撤去により失われた利便性の補て

ん、それから撤去工事の技術の確立、こうし

た条件が整えば、将来的には撤去すべきだと

思っています。

ただ、その条件が満たされるまでは、今あ

る状況を最大限よくしていきたいと、極限ま

でこの環境対策に力を注いで環境の向上を図

りたいと思っています。

それはなぜかというと、今のこの段階で、

この財政状況の中、これから来るであろう金

融不安に伴う不況、その中で、知事として、

県政の最高責任者として、現段階では存続す

べきであるというふうに考えてこのような決

断を下したわけです。

○鎌田聡委員 存続をすれば、発電設備の更

改という部分でお金がかかってまいります。

それは電力料金で回収できるというお話です

けれども、撤去したいというお気持ちが強い

のであれば、その撤去期間をある程度延ばし
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て、今６年ですか、少しずつやっていくとい

うやり方もあるというふうに思いますけれど

も、そういったふうに、撤去をするために少

し工夫をしようと、期間を工夫しようという

お考えはないですかね。

○蒲島知事 これは、今の機械の状況ですけ

れども、この機械が撤去を条件にずっと修理

をされてこなかったというふうに聞いていま

す。それで、相当その機械が傷んでいると。

そういう意味から考えると、やはりここで相

当部分改修せざるを得ないだろうというふう

に思っています。それが100％将来を見越す

ことができれば、ここまで修理すればいいと

かあるいは修理しなくても何年もつとか、そ

れが予想できない限り、最も有利な形で対処

せざるを得ないだろうというふうに思ってい

ます。

そして、ここでは、これまで平成14年のと

きは一括改修ということが言われていたと思

いますけれども、そこまでいかなくても、部

分改修によって、そして、その改修とそれか

らさまざまな方策については売電価格で賄う

ということができるということですので、そ

の方向でやりながら、極限まで環境対策を行

い、そして地元対策を行うということで共生

を図りたいと思っています。

、 、○溝口幸治副委員長 今 鎌田委員の方から

将来撤去する条件の話がありましたけれど

も、先ほど午前中の説明で、九電との契約の

話があったですよね。ちょっと確認ですけれ

ども、あれでは22年から38年まで16年間とい

うことは、16年間はもう撤去することはない

というふうに理解をしていいんですか。

○中園総務経営課長 午前中の説明は、基本

契約が22年４月から38年３月31日まで16年間

と言いましたけれども、これは藤本発電所を

含めた８つの発電所分でございますので、ま

ず８つの発電所を含めての基本契約というこ

とでございます。

○溝口幸治副委員長 ですから、この16年間

に４つの条件がそろっても撤去される可能性

はないということですか。それとも、その可

能性はあるんですか。

○蒲島知事 これは22年４月から16年間です

けれども、それ以前にその４つの条件が整え

ば、それは改めて再契約なりあるいは調整が

行われるというふうに考えていただいて結構

です。

○内野幸喜委員 じゃあ、一たんそれが始ま

ったら、それはもう４つの条件がそろってい

ても撤去できないということなんですかね。

その以前に、そういう４つの条件が整えばと

いうことですか、今のは。

○蒲島知事 いや、そうではありません。そ

うではなくて、この16年間の契約期間がずっ

と過ぎていきますよね。その16年間の間であ

っても、その条件が整えば、それはあり得る

と私は考えています。

ただ、これは契約ですので、また相手があ

ることですから、それは、そこでの再契約に

なるとあるいは再調整になるというふうに思

います。

○上野企業局長 先ほど鎌田先生が言われま

した、いわゆる６年間ですけれども、これを

延ばしてやれないかというお話でございま

す。

端的に言いますと、撤去自体は、やり方次

第ですから、２年でも３年でもできるかもし

れません。しかし、いかにしたら上流、下流

に対して影響が出ないかということを、大学

の先生たちに集まっていただいて、一番最適

な期間というのは、14年当時は５年というこ
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とで整理しました。ところが、実際工事をや

っていく段階で、最後の５年目がちょっと無

理が来るなということで、６年ということで

今期間を設定しています。この６年をベース

にしてシミュレーションして、撤去費用はち

ょっと足らないという計算をしています。

じゃあ、これを先生が言われたように、10

年とか、そういうもう少し引き延ばしてやれ

ばできるんじゃないかというお話だったろう

と思いますけれども、それについては、むし

ろ最適な期間の問題と、あと費用自体が、10

年間に引き延ばすならば減るかというと、そ

うじゃないと思っています。それはシミュレ

ーションしていませんけれども、一応６年が

最適期間で、その中で10年間のシミュレーシ

ョンをした結果、やっぱり無理だという話を

しましたので、今度例えば工事期間を10年に

して再シミュレーションした結果、要するに

撤去できるんじゃないかというふうに結びつ

くような判断は、今のところ私たちはしてお

りません。それは現実にまだ計算していませ

んけれども。

○鎌田聡委員 だから、そういったシミュレ

ーションもした上であらゆる手を尽くして、

やっぱりもう撤去費用は出ないんだという判

断に立てば、若干――それでも理解できませ

んけれども、少しは撤去に向けた努力をやっ

ているんだなと思うんですけれども、結局10

年すれば、単年度の負担というのは少なくな

、 。るはずなんですね 総額は変わらぬにしても

ですから、そういった努力も、シミュレーシ

ョンもぜひするべきじゃないかなと。

○佐藤雅司委員長 現在までコストの話が今

議論されておるわけですが、ほかの先生でコ

ストの話で……

○鎌田聡委員 もう１点よかですか。そうす

ると、もう１点で終わります。

それと、資金がないからという、資金があ

れば撤去したいというような、まああと３つ

条件がありましたけれども、一つ県の基金を

見ていたら、県有施設整備基金が163億ある

んですよね、県有施設の整備基金が。これを

撤去費用に充てることとかは考えられたんで

すかね。

○田嶋財政課長 まず、基金の状況なんです

けれども、当初予算を組んで――組むときが

一番最大減るんですけれども、それは多分年

度末の残高だと思いますが、ですから、財政

、 、調整用基金とか県債管理基金 県政整備基金

合わせまして今54億円になっています。です

から、今回財政危機宣言を知事にしていただ

いて、財政再建戦略に取り組んでいる元とし

ては、すべて合わせて54億円というのがスタ

ート台になっています。

、 、これについては 県が財政再生団体に陥る

いわゆる赤字決算をするときの基準が大体標

準財政規模の５％がめどになっています。大

体200億円ですね。200億円は最低持っておか

ないと、すぐさまそういうような赤字決算を

打たざるを得ないという状況なので、私たち

は、その54億円でも全然足りないというふう

に思っていますが、今後４年間の中ではそれ

ぐらいは最低限でも死守したいということ

で、今その基金を投入する余裕はないという

判断です。

○鎌田聡委員 じゃあ、済みませんが、この

県有施設整備基金は163億という、20年３月3

1日現在の額はもうないということですか。

○田嶋財政課長 先ほど申しましたように、

今県有施設整備基金の額が幾らというのはち

ょっと覚えていませんが、県有施設整備基金

と財政調整基金、そして県債管理基金、その

３基金を合わせて54億円です。
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○佐藤雅司委員長 ほかにコストの面で。

○藤川隆夫委員 コストにちょっと絡むかも

しれませんが、荒瀬ダム自体の機器が大分老

朽化して、当然すぐにでも交換しなきゃいけ

ない状況だというふうに私は聞いているんで

すけれども、当然その時期はもう過ぎている

。 、というふうに考えていいんですか それとも

まだちょっと余裕があるというふうに考えて

いいんですか。

○福原工務課長 藤本発電所には１号機と２

号機がありまして、当初の計画から、１号機

につきましては、オーバーホール等を全然や

、 、っておりませんので できるだけ早い時期に

もう存続が決まったらすぐにやりたいと。２

号機につきましては、オーバーホールを以前

にやっておりましたので、次のオーバーホー

ルを予定しておりまして、平成25年に取りか

えをやりたいということで、当初から計画を

持っておりました。

○藤川隆夫委員 ということは、１号機は、

ずっとオーバーホールをしていなかったの

で、すぐにでもやりたいと。これは、やった

とするとどの程度の費用がかかるんですか、

オーバーホールの費用というのは。

○福原工務課長 オーバーホール費用には１

億数千万で済むんですけれども、そのオーバ

ーホールに合わせて機器の改良も当然そのと

きにやるということで考えておりましたの

で、それで20数億円の費用が１号機にかかり

ます。

○藤川隆夫委員 ということは、まあ20数億

かけて当然交換するわけですから、その費用

を当然売電で賄わなきゃいけないという話に

なりますね。それで、先ほど、今度新たに16

年間の契約が結べるという話で、それで賄っ

ていこうという考え方ですよね。であれば、

交換するのであれば、当然ある程度長く使わ

ないと元は取れないわけですから、そういう

意味では、今の状況であれば、早く交換して

やっていくしかないのかなというふうに、今

ちょっと感覚的にはそういうふうに思いまし

た。

○佐藤雅司委員長 今の藤川委員のその見解

は。

○福原工務課長 機器につきましては、確か

に今言われたとおり、そこで投資しますと、

当然回収に機器の場合22年かかりますので、

経済的な面から考えればそういうふうに……

○藤川隆夫委員 かえざるを得ないというこ

とですね、逆に言いますと。

○福原工務課長 また、先ほど条件がそろっ

た場合の撤去というのとはまた違った観点だ

ろうと思います。

○佐藤雅司委員長 コストの面が出ましたけ

れども、水利権の話とか出てくると思います

けれども。

○西岡勝成委員 ほかのことでいいですか、

水利権じゃなくて。

○佐藤雅司委員長 はい。

○西岡勝成委員 知事、せっかく御出席でご

ざいますので、私、今回の問題の進め方、行

政といいますか、政治といいますか、の進め

方について、非常に疑問に思うところがあり

ます。

といいますのは、この前本会議で、後ろに

おられます髙野先生の質問にもお答えになっ

ておりましたけれども、選挙期間中に荒瀬を
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通られて、自分の若き苦労のことも思われて

のいろいろな思いがあったというようなお話

もされておりましたけれども、我々もプロジ

ェクトチームをつくって提案をしてやって、

議会としては、また県政としては、もう廃止

の動きでずっと流れていたのを凍結と決めら

れました。

そのときに、私は、８時半だったと思いま

すが、今の総務経営課長から電話がありまし

て、きょう凍結を発表するということでござ

いまして、やっぱり議会もそれだけ――県と

しても動きよったやつをとめるわけですか

ら、とめるに至っては、丁寧な説明というの

が私はかなりの期間あってもよかったと思う

んですね。まあ財政事情が非常に厳しいとい

うことは我々も百も承知でわかっております

けれども、一応動きよったやつをとめるとい

う、前には進みよったわけですから、川辺と

は随分違うと思うんですね。

その辺については、一部、質問に対しては

おわびもされておりましたけれども、ある意

味スピード感というのは非常に大事な気持ち

もありますが、やはりこういうのは丁寧な説

明を経て、凍結にしても継続にいたしまして

も、もうちょっと時間といいますか、丁寧さ

が必要だったと思うんですけれども、もう一

回その辺について知事からの言葉をいただき

たいと思います。我々も、ずっと関係の漁協

とか地域の皆さん方と積み重ねた結果をやっ

てきたわけでございますので、その辺も含め

てですね。

○佐藤雅司委員長 委員会としても、知事表

明以来、６月議会、それから９月議会でその

ことが随分と議論されました。二元代表制の

中で進め方に問題があるのではないかと、こ

ういう疑義はありますので、その辺、蒲島知

事、お答えいただきたいと思います。

○蒲島知事 就任後、６月４日にこの問題の

凍結を発表しました。それが大変唐突であっ

た、それから、皆さんに大変御心配をかけて

申しわけなく思っております。陳謝申し上げ

ます。

ただ、やはり２つのことがとてもその当時

は大事でした。１つは、財政状況をゼロベー

スで勉強すればするほど、この荒瀬ダムの撤

去が、本当に県の財政、それから、さまざま

な問題に、正しい答えだろうかということを

検討する。それから、それを検討する時間が

。 、限られていたということがあります そして

あの６月４日でないと、今度の議会で皆さん

に検討してもらう時間がなかったという意味

で、記者会見で唐突にこの凍結というものを

報告したことになったわけです。

しかし、この問題がもっと後でずるずると

来てしまっていたら、例えば、もう既に撤去

が始まった後でこの問題に気づいて、この問

題を立ちどまっても遅い。それから、そうい

う意味では、立ちどまって考えるという凍結

の声明をしたのは、あの時間しかなかったの

かなと、今でも私はそう確信しております。

それは、その後半年間の時間を経て、それ

から私自身も、それから県庁も、ＰＴを含め

て、それから議会の皆様も県民の皆様も、こ

の問題を本当に深く考えたと思います。そし

て、深く考え、私自身も、当初よりも悩みに

悩んでこの決断を下しました。

それは、財政問題もありますし、それから

旧坂本村の方々の御苦労、それから漁業者の

方々の御期待、そしてさまざまな方々のダム

に対する思い、それをとても深く考えるよう

、 、になり そして私も相当揺れましたけれども

やはりこの財政問題、大きな意味での熊本県

民の民意というのは、熊本県を財政再生団体

にしちゃいけないという、この民意が大きか

ったと私は感じました。

そして、それよりも何よりも、その後のこ

の大きな百年に一回という大恐慌の中で不安

の芽を摘んでおかなきゃいけないと、これは



- 38 -

とても大事な決断だと思います。そして、こ

の１年、来年、再来年、どうこの経済が転ん

でいくかわからないときに、やはりこの荒瀬

ダムの問題は、そういう観点からも継続とい

うことを決断せざるを得なかったということ

です。

○佐藤雅司委員長 ほかに。

○内野幸喜委員 今のに関連してなのです

が、財政状況の再検討という中で荒瀬ダムの

撤去について見直すと、そういう動きがあっ

たということなんですけれども、そもそもだ

れが一番最初に、この荒瀬ダム撤去というこ

とで進んでいったものを、一回凍結した方が

いいんじゃないかというのを言われたんです

か。知事がみずから見つけたんですか。それ

とも財政課なり企業局なり、その辺、そもそ

もの出発点というか、だれが一番最初にこれ

を持ち出したのか。普通は、もう撤去でずっ

と行っていたものが、これで出てくるという

。 、のがなかなか考えられないんですね 知事が

もしつぶさに見て、これだけ撤去費用がかか

るんだったら、これは一回見直したがいいと

知事自身がそう思ったのか、その辺をちょっ

と答えられるなら。

○蒲島知事 この問題に正確に答えられるの

は私だと思います。

それで、多くの方々の疑問を――マニフェ

ストにありますけれども、私は、就任直前直

後にこの財政問題を深く考えました。なぜな

らば、私のマニフェストの中で３大難問が、

この川辺川、そして、水俣病、財政再建だっ

たわけです。財政再建をやろうとすれば、ゼ

ロベースで、これまで動いているものも含め

て考えるべきだというふうに考えました。

その中で、この荒瀬ダムの撤去問題という

のが、非常に早く決断しなきゃいけないとい

う意味では、登場してきたわけです。ちょう

どそういうふうな私自身の関心、それから、

一つの問題意識、そのときに上野局長の方か

ら、この荒瀬ダムに関するブリーフィングが

ありました。そして、そのブリーフィングを

通してさまざまな懸念が表明されたわけで

す。

それで、その段階で、一番タイミングとし

てはもう最後のタイミング、これは議会の方

々にこのことをぜひ検討していただきたいと

いう思いからですけれども、６月４日に記者

会見の席で発表しようということになりまし

た。

今考えても、私も、あの時期では――後で

考えると、唐突であったような反省をしてい

ます。しかし、逆に言えば、そのくらいあの

タイミングを逃せば、もう次のチャンスはな

かったんじゃないかなと思います。あの意思

表明があったために、凍結表明があったため

に、今この段階でこれだけの県民を巻き込ん

だ議論をしながら、私自身も決断を下すこと

ができたというふうに思います。

○佐藤雅司委員長 内野委員、いいですか。

○内野幸喜委員 はい。

○佐藤雅司委員長 ほかに水利権関係はあり

ませんか。

○鎌田聡委員 財政再生団体にすべきじゃな

いという民意があるということでおっしゃい

ましたが、それは我々も含めてそういう思い

で取り組んでいかなければならないと思って

います。

そういう意味で、撤去も金が要るなら、存

続するにも、先ほどの話でいけば、１号機は

すぐにでも取りかえんといかぬというよう

な、お金が要るということで、ゲート開放で

そのままどうかという、いわゆる開門調査も

申し上げましたけれども、要は、これは法の
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制約があってできないということで言われま

したが、どういう法律が、どのように放置し

ていくことを阻害するのかということをお伺

いしたいと思いますが。

○蒲島知事 専門的なことは理事の方から答

えてもらいますけれども、まず、この開門調

査については、民主・県民クラブの皆さんか

ら、開門調査をしたらどうかというお話があ

りました。それは、安いし、非常に妥当性が

あるんじゃないかと。私も、最初は、本当に

これはいい案かなと思っておりました。しか

し、検討すれば検討するほど、これはいい案

じゃないということがわかりました。

まず、水利権を更新しないままダムそのも

のを、発電利用じゃないまま残すことは、工

作物を不当に河川に放置することになって、

法を守らなければいけない県としては、決し

てやってはいけないこと。私は、今度、預け

の問題でわかりましたけれども、そういう法

を守らなければいけない県が、不法なことを

考えるのすらいけないというふうに肝に銘じ

ています。それが１つです。

それから次に、仮に２年間開門調査をした

とします。調査のために発電できない期間の

減収分が、１年に７億、２年で14億になりま

す。それに調査費や維持修繕費などを合わせ

ると、企業局の負担が２年間で約27億になり

ます。それプラス人件費がかかります。その

場合、調査をした後で仮に撤去するという判

断になったとした場合、経営状況は現状より

も厳しくなるわけです。さらに、継続とした

場合も、これは、その分ぱっとなくなるわけ

ですから、一般会計への寄与は期待できなく

なります。

だから、開門調査というのは、不法、不法

でないにもかかわらず、費用がかからない安

上がりの方法ではないどころか、判断を先延

ばしにして、さらに状況が悪くなる方法であ

るということで、私は選択をいたしませんで

した。今は、その選択は間違っていなかった

と思っています。

○鎌田聡委員 不法なお話ということでされ

ましたけれども、それは法律というのはやっ

ぱり改善していく努力というのも必要だと思

うんですね。ただ単に放置しておくんじゃな

くて、やっぱり状況的に、資金面も含めた状

況が好転すれば撤去しますよということで、

しばらくの間どうでしょうかという話を交渉

していくということも、本当に――冒頭言い

ましたように、撤去したいという思いがある

のならば、当面はこのまま、それと財政再生

団体に陥っていかないというような思いがあ

るのであれば、金をかけない最善の方法だと

思うんですよ。

ですから、その分で発電からの売電収入が

減るという話もありましたけれども、それ以

前に、機器を更新すればそこで何十億という

費用が発生しますので、それも発生させない

最善の方法じゃないかと思うんですが、そう

いう判断には立てませんか。

○上野企業局長 先ほど知事が申し上げまし

たけれども、発電をするためには、川の水を

使う水利権の許可が必要です。水利権の許可

を取った後、河川内に工作物を設置して発電

事業をするわけでございますけれども、その

水利権自体が21年度で切れます。22年の３月

で。その切れた時点で、その――今おっしゃ

るのは、例えば切れたままで河川の工作物、

これは水利権が条件になっているんだけれど

も、それはそのまま置いてやれないかという

、 、ことでございますけれども これについては

国交省さんと――細かいところまでは詰めて

いませんけれども、基本的に河川管理する国

土交通省さんとしては、水利権が切れた違法

な河川内の工作物、これをそのまま放置する

ことは法上は認められないというのが基本見

解だろうと思っていますし、熊本県の方もそ
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ういう考え方が、さっき知事も言いましたけ

れども、やはり法令遵守する自治体としては

当然のことかなというふうに思っています。

○佐藤雅司委員長 その御質問につきまして

は、以前、何遍もお答えいただいているとお

りだろうというふうに思います。

ほかにございませんでしょうか。

○内野幸喜委員 振興策の件でよろしいです

か。

川辺川における五木村同様、今回、荒瀬ダ

ムの撤去であったものが存続という、知事が

表明されて、翻弄された旧坂本村、その地域

に対して、今後どのような振興策というんで

すか、具体的にはどういったことを考えられ

ているのか、そういったものをちょっとお聞

かせいただければなと思います。

○蒲島知事 私の表明にもありましたよう

に、五木村の方々に対する大変な思いと同じ

ような思いを、旧坂本村の方々には申しわけ

なく思っています。特に、この撤去を待ち望

まれていた旧坂本村の方々、それから流域の

方々、それから海の再生を望んでおられた漁

業者の方々、その中でも、とりわけ私は、旧

坂本村の鎌瀬地区の方々と中津道の方々、こ

この方々には大変申しわけなく思っている次

第です。今後どういうことをやっていかなけ

ればならないかというと、浸水対策です。

坂本村に夜行きましたけれども、夜はとっ

ても暗いんです。そして、暗い中で水がどん

どんどんどんふえてくるというのはどんな不

安なことだろうということを、旧坂本村の方

がおっしゃいました。その不安をどうしても

解消したいと。それで、道路や宅地のかさ上

げをすることによって浸水対策を行う、これ

はなるべく早く行いたいと。それから、その

他の対策も、丁寧な説明をお伺いしながら、

どういうことをやってほしいかという地域の

御意見、御要望を受けとめながら、この協議

の場を設けたいと思っています。

ただ、こういうことをやりますよと言うよ

りも、むしろこれは旧坂本村の方々が、もし

この荒瀬ダムが残ったとき、何をお望みであ

るかと、そういうことを丁寧にお聞きしなが

ら、そして、この浸水のおそれだけは取り除

かねばいけないなと思っています。その部分

が、私は、これまでの企業局の中になかった

のかなというふうに思います。

今回、立ちどまって考えたことによって、

県民の皆様、それから企業局、それから多く

の人、それから県庁そのものにも、旧坂本村

の方々、特に鎌瀬地区、中津道の方々の苦し

みをみんなにわかっていただきたいと思って

いますので、私は、それを知ったからには、

これをなるべく丁寧に御要望を受けとめなが

らやっていきたいと思っています。

○内野幸喜委員 ぜひ、今知事の答弁にもあ

りましたが、地域の声にしっかりと耳を傾け

ながら、地域の振興策等をしっかりとやって

いただきたいと思います。

○佐藤雅司委員長 そこは委員会としても、

ぜひとも力を入れてやっていただきたいとい

うふうに思います。

ほかにございませんでしょうか。

私から、実はタブーかもしれませんけれど

も、どうしても、まあ私の立場だから言わな

きゃならぬのかなと思いますが、環境の特別

委員会もありましたけれども、この荒瀬ダム

の問題、特に環境の問題ですが、やっぱりつ

くられて40数年ですか。当時は、とってもに

ぎわって、観光振興にもなるよ、そして企業

誘致もあるよと、こういうにぎやかな話があ

るいはマスコミの中でも踊ったというふうに

思っておりますが、やっぱり40数年過ぎます

と、それぞれ生活の質も向上してきたと。川

に流入する、まあ生活雑排水の中で富栄養化
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。 、したものが相当流れ込むであろうと しかし

清流球磨川、そして急流球磨川、すばらしい

県民のあるいは地元の人たちの宝だろうとい

うふうに思います。

そうした中で、きれいな水が流れていく、

これは他の河川よりも余計あるんだろうとい

うふうに思いますけれども、やはりこうした

経済活動が盛んになり、生活の質が向上しま

すと、かなり残留量というのはあるんだろう

。 、 、 、と思うんですね その中で 堆積泥土 悪臭

いろんなものがやっぱり堆積していくと思い

ます。

荒瀬の問題、まあ荒瀬だけに、上の瀬戸石

やいろんなダムがあるということで、かなり

環境に負荷を与えていると、これはもうはっ

きりしているというふうに思いますけれど

も、わずかではあると思いますけれども、や

っぱり県民みんながそういう反省に立ってこ

れから全体的にやっていかないと、そこだけ

が犯人説というのは私はいかがなものだろう

かというふうに常々考えております。

そうしたことを、この荒瀬の問題をきっか

けにして、いいきっかけになっただろうとい

うふうに思います。県民みんなで、やっぱり

河川を浄化するための、集落排水や下水道や

あるいは合併処理浄化槽、いろんな点がある

と思います。それから、個人個人で考えるエ

コもあると思います。そうしたことを、この

際、やっぱりみんなで考えるという、そうし

た県民の高まりというものを、知事を先頭に

高めていただきたいと、私からも要望をして

おきたいというふうに思います。

ほかになければこれで終わりたいと思いま

すが、いかがでございましょうか。

○鎌田聡委員 じゃあ、済みません。その存

続の場合は、総括原価方式で71億だったです

、 。（「 」か 存続費用が入ってくるのは 71億です

と呼ぶ者あり）71億ですね。があって、実質

県民負担は非常に低くなるという話があった

んですが、今までもいろんな事業をやるとき

に、そういった何年か先の事業見通しという

のが、非常に裏切られた経験が多いんですよ

ね。風力発電もしかりですけれども。もし、

この数字が変わった場合に、今これだけある

から県民負担は安くて済みますよというよう

な説明をされていますけれども、それが変わ

った場合に、まあ知事がそのころいらっしゃ

るかわかりませんが、責任の所在といいます

か、そこをどうお考えでしょうか。なかなか

難しい話かと思いますが。

○佐藤雅司委員長 たびたび数字が変わると

いうことの懸念があるという質問だろうと思

います。

○鎌田聡委員 それと、事業見通し。

○蒲島知事 私も、この県の予算をずっと調

査したところ、大体公共事業は高くなる傾向

があるんです。これは断じて許しがたいもの

だと私は思っています。これから公共事業を

積算する場合は、その責任をだれかが持たな

きゃいけないだろうというふうに思います。

私は、私自身のときにＰＴで積算されたこ

の調査結果を、信頼のできるものと思ってお

ります。私自身の中で、責任はだれがあるか

問われたときに、ＰＴの積算を信頼したトッ

プとしての私の責任にあると思いますので、

私が責任を負います。

○増永慎一郎委員 済みません、もう１つ最

後に。

先ほど内野先生から坂本の振興ということ

で、その話の中に、浸水の被害ということで

おっしゃられたというふうに思いますが、実

際、それは人災であるわけですよね。ダムが

できたことによって、今浸水をしたというこ

とをお認めになったということなんですが、

そういう人たちに対する賠償とか補償の問題



- 42 -

というのは、今後対応されていかれるんでし

ょうか。

○中園総務経営課長 これまで浸水に対する

補償でございますけれども、実際、10何回ぐ

らい今まで浸水被害が出ております。その中

で、地元の議会を含めて、浸水被害を受けら

れた方も入れて、結果として補償はしてきて

おるというように考えております。

ただ、それが十分であったかどうかという

ことに関しましては、今後、荒瀬ダムがある

ことでの浸水であるかどうかも含めて、県と

して協議をしていきたいと思っております。

○佐藤雅司委員長 そこはよございますか。

企業局長もいいですか。

○増永慎一郎委員 先ほどから、撤去前提な

のが撤去をしなくなったわけでございますか

ら、住民の感情等もありますので、きちんと

対応していただくようにお願いをしておきま

す。

以上です。

○溝口幸治副委員長 荒瀬の場合も、特にき

ょうは委員以外で地元の先生もお見えです

が、いわゆる県として、一たん壊すという約

束をやってきて、ここに来てほごにしてしま

った。あるいは川辺もそうですが、平成８年

10月に、国、県、それから地元と、つくると

合意をして進んできて約束をほごにした。さ

っきの話からいくと、例えば九電の契約も、

いわゆる16年間という約束ですよね。契約で

すから、16年間という約束をしているにもか

かわらず、さっきの話からいくと、いや、４

つの条件が整うと、これはそのときにまた判

断するんですよとおっしゃると、なかなか九

電も、いつはしごを外されるのかということ

もひょっとしたらお考えになるんじゃない

か。あるいは、最近のそのような出来事を並

べたときも、いわゆる知事は変わっても、行

政がやる連続性というのがあって、約束して

きたものを平気でほごにしてしまうというの

、 、は 非常にやっぱり県民に対しても不信感を

あるいは県とのいろんなかかわりの機関に対

しても不信感を与えることになるんじゃない

かなという危惧を、実は私は最近持っていま

す。

しかしながら、今回の決断に至る経緯、プ

ロジェクトの職員の皆さん方も、それぞれの

業務をお持ちの中、恐らく残業やいろいろな

ことを通じて積み上げられてきた、それをも

とに知事が判断をされ、悩みに悩んでという

姿も、一般質問等々を通じて十分感じるとこ

ろでありますが、いろいろな議論を交わす中

で、どうも企業局が先頭に立ってやってきま

したけれども、企業局に対する地元の不信感

というか、これまで説明してきたことと今回

の判断、決断によって企業局が新たに取り組

もうといったことも含めて、どうも地元との

不信感がぬぐい去れないような気がいたしま

す。

ですから、今後、この荒瀬ダムを存続する

にしても、やっぱり企業局が窓口になるのは

わかりますが、全庁的な、県全体でやってい

くんだと、坂本の皆さん方のお気持ちにも、

いわゆる約束をほごにするわけですから、知

事のさっきのお話にもありましたとおり、す

ごく心を痛めておられるんだろうと思います

けれども、それも含めて全庁的に組織をしっ

かりつくってやっていくんだという、そうい

うメッセージが、やっぱり地元にも、また、

この問題を注目している県民の皆さん方にも

必要だと思いますが、そのあたりの全庁的な

取り組み体制、その意気込みを最後に知事に

お聞きをしたいというふうに思います。

○蒲島知事 私は、川辺川ダムにおける五木

村の振興、それから、荒瀬ダムの問題におけ

る旧坂本村の村民の方々にどうこたえるかと
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いうのは、私は全力をかけてやっていくつも

りです。今、これは企業局単位の問題になっ

ておりますけれども、知事が覚悟することが

一番大事だと思います。知事がその覚悟さえ

あれば、セクションがどこであるというより

も、県庁の方々みんながそれについていくと

私は確信しております。

そして、これまで８カ月という短い期間の

行政でしたけれども、やはりリーダーの決断

というのはとても大きい。そして、そのリー

ダーを信頼して、一緒にこの問題を考えてい

くということによってこの問題を解決してい

きたいと。そして、当然、その最前線に立つ

のは企業局でありますけれども、企業局の方

々も、今回のこの問題をきっかけに、きっと

すばらしい企業局に立ち直って、そして、そ

れを全庁的に後援していくという形になりな

がら、この問題の解決に迫っていきたいと思

っていますので、よろしくお願いします。

○佐藤雅司委員長 これで質疑を終了したい

と思いますが。よろしいでしょうか。

（ はい」と呼ぶ者あり)「

○佐藤雅司委員長 それでは、質疑を終了い

たします。

以上で本日の議題はすべて終了いたしまし

た。

それでは、これをもちまして本日の委員会

を閉会いたします。お疲れでございました。

午後２時14分閉会

熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する

経済常任委員会委員長


